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第１章 上水道事業業務継続計画（上水道ＢＣＰ）の概要 

 

１．上水道ＢＣＰ策定の目的 

    大規模な地震等の発生で水道事業の継続に影響を与える事態が発生し 

た場合において、影響を最小限に抑えながら事業を継続することができる

よう、限られた人員や物資を有効に活用し、優先度の高い業務から速やか

に復旧・再開するための対応策及び行動手順を示すために策定する。 

 

 

２ . 上水道ＢＣＰの趣旨 

入間市上水道事業業務継続計画【地震対策編】（以下、上水道

ＢＣＰ）は、大規模な地震が発生し、経営資源（ヒト、モノ、

情報等）に制限がある状況下においても、水道事業を維持しつ

つ、同時に復旧を進めることができるよう、災害時における優

先実施業務の選定や人員の確保、配置、事前対策計画等につい

て定めるものである。  

業務継続計画を策定し必要な措置を講じることにより、図１－

１に示すように、災害対応業務立ち上げ時間の短縮や発災直後の

業務レベルの向上を図ることができ、迅速かつ高い水準で災害対

応を実施することが可能となる。  

 

図１－１ 業務継続計画（ＢＣＰ）策定による効果  

（「大規模災害発生時における地方公共団体の業務継続の手引き（内閣府）」参照） 
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３．上水道ＢＣＰの位置付け 

入間市では、市の防災対策計画として「入間市地域防災計画」、関連計画

として、上下水道部の災害発生時の行動体制を定めた「入間市上下水道部

防災計画」を策定している。また、入間市業務継続計画【地震編】（入間市

ＢＣＰ）において、各課における災害時の優先実施業務について定めてい

る。 

上水道ＢＣＰは、これらの計画を補完するものとして、災害時における

優先実施業務の詳細及び実施時間の目安について明記し、上下水道部が災

害時に、より適切な業務執行を行うための計画として位置づける。 

 

図１－２ 上水道ＢＣＰの位置付け 
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４．上下水道部防災計画と上水道ＢＣＰの相違点 

１）上下水道部防災計画 

   災害時における市民等の生活用水の確保と被害を受けた上水道施設の

早期復旧を図るための計画であり、生活用水の確保に重点を置いた計画

である。 

２）上水道ＢＣＰ 

災害対応業務（応急給水、応急復旧等）の実施と同時に、水道事業におけ

る通常業務の維持・継続にも焦点を当てており、そのための具体的な体制に

ついて示す計画である。  

具体的な相違点は以下の表に示すとおりである。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 上下水道部防災計画 
上水道事業業務継続計画 

（上水道ＢＣＰ） 

計画の趣旨 

上下水道部が、発災時に実施すべ

き災害対応業務や役割分担につ

いて示す 

上下水道部が、発災時の限られた経

営資源の下で、選定した非常時優先

業務を目標とする時間・時期までに

実施するための体制について示す 

行政の被災 
市庁舎や職員の被災を想定して

いない 

庁舎や職員が被災し、利用できる資

源が制限されることを想定している 

対象業務 
応急給水や応急復旧等の災害対

応業務を対象としている 

災害対応業務に加え、通常業務のう

ち、災害時にも実施すべき業務（非

常時優先業務）も対象としている 

業務開始 

目安時間 

災害対応業務における各班の細

かい業務内容まで時間設定をし

ていない 

優先実施業務を定め、各班の業務ご

とに業務開始目標時間を設定してい

る 

表１－１ 上下水道部防災計画と上水道事業業務継続計画の違い 
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５．上水道ＢＣＰの基本方針 

１）市民、職員、関係者の安全確保 

災害発生時の業務の継続・早期回復にあたっては、市民、職員、関係

者の安全確保を第一優先とする。 

２）上水道事業の責務遂行 

市民生活や地域経済活動のために必要となる上水道が果たすべき重要

な機能を優先的に回復する。 

３）対象事象 

大規模地震を対象リスクとして策定する。 

４）ＢＣＰの発動と解除 

ＢＣＰに基づく非常時体制をとることを「ＢＣＰの発動」とし、その

体制を解除することを「ＢＣＰの解除」とする。 

 

表１－２ 上水道ＢＣＰの発動から解除まで 

区分 内容 

発動要件 

上水道対策本部の設置時点（震度５強以上）、もしくは市庁

舎或いは水道施設に甚大な被害が生じた場合に上下水道部長

（上下水道部防災総括責任者）が決定する 

発動権限者 上下水道部防災総括責任者（上下水道部長） 

発動の流れ 

上下水道経営課長（庶務班長）は、情報を収集分析し水道施

設および市庁舎の被害状況を上下水道部次長（上下水道部防災

総括副責任者）に報告する。上下水道部次長は、報告内容に基

づき、上水道ＢＣＰ発動の要否を上下水道部長と協議する。発

動を決定した場合、直ちにその旨を市長または市災害対策本部

に報告する 

解除要件 

上下水道部長（上下水道部防災総括責任者）は、水道事業の

全ての通常業務の再開をもって上水道ＢＣＰの解除を宣言す

る。ただし、この解除に依らず、応急対策業務の進捗状況に応

じて、可能なものより休止した通常業務を順次再開させる 
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６. 上水道ＢＣＰ対象とする業務範囲 

入間市上下水道部が所管する上水道事業の全業務を対象とする。 

 

 

７. 上水道ＢＣＰの策定及び運用体制 

上水道ＢＣＰの平時の策定及び運用体制は、次のとおりとする。 

（災害時の体制は、「第３章 ４．指揮命令系統と対応体制」を参照） 

 

表１－３ 上水道ＢＣＰ策定体制・運用体制 

区 分 担 当 役 割 

総括責任者 上下水道部長 
・上水道ＢＣＰの策定及び運用の全体統括、意思決定 

・市長への報告 

・関連行政部局や民間企業等との調整の統括 
総括 

副責任者 
上下水道部次長 

実務責任者 上下水道経営課長 

・上水道ＢＣＰの策定及び運用の実施統括 

・平時の維持管理や是正措置の実施状況の確認 

実務副責任者 水道施設課長 

上水道 

担当課 

上下水道経営課 

・関連行政部局や民間企業等との調整 

・情報収集 

・ＢＣＰの策定及び運用 

水道施設課 
・関連行政部局や民間企業等との調整 

・訓練の企画、実施に関すること 
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第２章 地震規模の設定と被害想定 

 

１．入間市の地勢 

入間市の面積は４４．６９平方キロメートルで、周囲は所沢市、狭山市、

飯能市及び東京都青梅市、瑞穂町にそれぞれ接している。 

市域全体は、海抜６０メートルから２００メートルのややなだらかな起

伏のある台地と丘陵からなり、市東南端と西北端には、それぞれ狭山丘陵

と加治丘陵がある。 また、市の西北部には荒川の主支流である入間川が流

れ、中央部に霞川、南部に不老川がそれぞれ東西に流れている。 

 

 

図２－１ 入間市の地形 
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２．地質条件 

入間市の地質条件として、その地域ごとに地表から数メートルが『下末

吉ローム層（関東ローム層）』で、この下位に洪積礫質土層が分布している。

この地層が豊岡・東金子・金子地区に分布している。また、藤沢・宮寺・二

本木・西武地区は全てが洪積礫質土層となっているが、いずれの地質も比

較的良い地盤と考えられる。 

 

 

３．想定する地震 

 

想定地震：立川断層帯地震（破壊開始点南） 

 

入間市地域防災計画と同様に、「平成２４・２５年度埼玉県地震被害想定

調査 埼玉県」において想定されている東京湾北部地震、茨城県南部地震、

元禄型関東地震、関東平野北西縁断層帯地震、立川断層帯地震のうち、市

内被害が最も大きい立川断層（破壊開始点南）を想定する。 

 

表２－１ 想定地震とその規模 
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４．想定地震規模 

  

上 水 道 Ｂ Ｃ Ｐ で は 、 以 下 の 地 震 規 模 を 想 定 す る 。  

 

想 定 地 震 規 模 ： 最 大 震 度 ６ 強  

 

入 間 市 地 域 防 災 計 画 と 同 様 に 、市 の 南 西 部 か ら 中 央 に か け て 震 度

６ 強 、そ の 他 は 主 に ６ 弱 と 予 測 す る 。ま た 、北 部 と 西 部 の 一 部 に 震

度 ５ 強 が 分 布 す る こ と を 予 測 。  

そ の た め 、上 水 道 Ｂ Ｃ Ｐ 発 動 要 件 と は 異 な る が 、「 最 大 震 度 ６ 強 」

を 想 定 す る 。  

 

図 ２ － ２  立 川 断 層 帯 地 震 （ 破 壊 開 始 点 南 ）  

想 定 震 度 分 布 図  
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５．被害想定 

１ ） 市 全 体 の 被 害 想 定  

本 計 画 に お け る 市 の 人 的 被 害 ・ 物 的 被 害 は 、 入 間 市 業 務 継

続 計 画 に 基 づ き 次 の と お り と す る 。  

 

 

表 ２ － ２   被 害 想 定 一 覧  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

人
的
被
害 

死者 ５３人 

負傷者（うち重傷者） ６４１人（６４人） 

避難者数（※最大値） ６，６５９人 

物
的
被
害 

建物被害（全壊） ７３６棟 

建物被害（半壊） ３，５１１棟 

火災による建物被害（※最大値） ３１０棟 
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２）市庁舎付近のライフライン及びインフラ 

 

表２－３ 市庁舎付近のライフライン及びインフラの被害想定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３）上水道施設 

市内の水道施設は以下の８つである。これらの施設は、耐震化工事の実施

に伴い、耐震性能を満たしている。 

ただし、機械や電気設備の破損、停電により配水が中断される恐れがあ

る。 

 

表２－４ 上水道施設の一覧 
 

項目 被害想定 

市役所 Ｂ棟 

新耐震基準に未対応のため倒壊する恐れがあり、利用不可と

なる可能性がある。庁舎内はガラスが飛散し、机上の書類は

落下、パソコンやプリンタは転倒する。 

ライフ 

ライン 

電力 ６日間停電 

上水道 １０日間断水 

下水道 ２～３週間水洗トイレの使用不可 

電

話 

固定 １週間程度、輻輳状態が続く 

携帯 
通話は１～２日程度輻輳状態が続く。メール等は若干の遅配

が予想されるが送受信可能 

衛星 衛星電波が接続可能な場所であれば利用可能  

区分 施 設 名 

浄水場 鍵山浄水場 

配水場 
豊岡配水場、扇町屋配水場、東金子配水場、藤沢配水場、 

寺竹配水場 

配水池 西武第一配水池 

加圧場 入間台加圧場 
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４）上水道管路 

地震発生によって、送配水管及び給水管を中心に被害を受ける。市内

の送配水管約５１０ｋｍ (※１ )のうち、継手の抜出しや管体と弁栓類の

破損などが約１１７件発生する（※２）。  

また、これにより給水区域内では、断水及び水圧の低下が発生する。

断水は約２万世帯・５万５千１９０人（※３）に及ぶことが想定され

る。  

   

    ※１   令和６年４月現在  

※２  管路被害率は、「平成２４・２５年度埼玉県地震被害想定調査報告

書」より０．２３件/ｋｍとする。 

５１０ｋｍ×０．２３件/ｋｍ≒１１７件  

※３  「平成２４・２５年度埼玉県地震被害想定調査報告書」より          
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第３章 非常時対応の基礎事項 
 

１．発災時における上水道ＢＣＰ総括表 

  上水道ＢＣＰ発動における基本事項を以下のとおり定める。 

表３－１ 災害発生時の上水道ＢＣＰ 総括表 
 

事 項 説 明 

発動基準 
・上水道対策本部の設置時点（震度５強以上）、もしくは市庁舎或いは水道施設に甚大

な被害が生じた場合に上下水道部長（上下水道部防災総括責任者）が決定する 

対応体制 

・上水道対策本部の設置及び上水道ＢＣＰの発動 

・本部長は上下水道部長（上下水道部防災総括責任者）、副本部長は上下水道部次長

（上下水道部防災総括副責任者）とする 

・入間市を含む地域が「震度４」と報道されている場合は、課長職以上及び各課から

選出された職員（各課各担当リーダー）が参集し、「震度５弱以上」と報道されてい

る場合は上下水道部所属の全職員（再任用（短時間）、パート職員除く）が参集す

る。 

・上下水道経営課（庶務班）が情報収集を行い、必要に応じ広報体制の準備をする 

・庶務班、給水・施設班の２班体制とする 

災害対応拠点 
・水道施設課内に上水道対策本部を置く。本庁舎が使用不可能だと判断された場合

は、鍵山浄水場を代替拠点とする。 

主な優先実施業務 

 

業務の概要 

 

と目標の対応期間 

優先実施業務 業務概要 対応期間 

職員の安否確認 
職員の参集状況、安否

確認を行う 

勤務時間内：発災後～３時間以内 

勤務時間外：発災後～２４時間以内 

被害状況の情報収集 

報道や市民からの通報

等をとおして、被害情

報を収集する 

勤務時間内：発災後～３日以内 

勤務時間外：発災後～３日以内 

上水道対策本部の 

立ち上げ 

災害対応拠点の安全確

認後に立ち上げる 

勤務時間内：３時間後～２４時間以内 

勤務時間外：３時間後～２４時間以内 

応急給水計画の策定 

被害状況について情報

整理を行い、優先給水

箇所を検討する 

勤務時間内：３時間後～３日以内 

勤務時間外：３時間後～３日以内 

応急復旧（送水管、重

要幹線） 

送水管、重要幹線等の

応急復旧を実施する 

勤務時間内：２４時間後～７日以内 

勤務時間外：２４時間後～７日以内 
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参考 想定保有水量と主な資機材一覧 

項 目 概略数量 備 考 

人口 １４.４ 万人  

生命維持に必要な飲料水 ４３.３万㍑ ３㍑／人・日 

給水車 ２  台 貯留量２ｔ 

給水タンク ８  基 貯留量１ｔ 

トラック １  台 １ｔ給水タンク積載用 

自家発保有施設 ７ 施設 稼働継続時間約７時間 

自家発燃料消費量 
１７６．８㍑／ｈ ７施設の平均値 

(最大値３００㍑／ｈ)  

自家発燃料貯留量 
８３０．７㍑／施

設 

７施設の平均値 

(最小値７５㍑／施設) 

簡易水質検査器セット １２セット  
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２.  参集対象職員及び参集人員の想定 

 

２－１．参集対象職員 

 

上下水道部所属の全職員（再任用職員（短時間）、パート職員除く） 

を対象とする 

 

ただし、次の者を除く。 

１）病弱者及び身体障害者等で、災害時に参集が困難であると上下水道 

部長が認めた者。 

２）災害発生による急病、または負傷等により参集が不可能となった者。 

３）その他、上下水道部長が認める者。 

〔例〕 ア 本人の居宅付近に火災が発生し、延焼の恐れがあるとき 

イ 本人、または家族が被災したとき 

ウ 人命救助等に従事したとき 

エ 住民の救護、避難活動等のリーダーを住民から要請されたとき 

 

  

２－２．参集場所 

 

参集場所の優先順位は「①入間市役所上下水道部」、「②鍵山浄水場」とする 

 

  

１) 原則として、「①入間市上下水道部」とする。参集後、入間市上下水道

部が被災し使用が不可能だと判断された場合は「②鍵山浄水場」に移

動する。 

２）遠隔地等で災害の情報を知った場合には、上水道対策本部と連絡を 

とり、所属する課長の指示を受け参集する。 

３）上水道施設被害確認指名職員は指定された上水道施設の被害状況を可 

能な限り確認後、参集する。 

 

上下水道部防災計画（資料編、様式集） 

資料１；上水道施設被害確認指名職員 

様式２；３－１～３－４ 上水道施設被害状況調査票 

様式４；上水道施設被害状況チェックリスト 
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２－３．参集時の注意 

    

１）原則として自動車は使用しない。徒歩、自転車、またはバイク等によ 

り参集する。 

２）参集路については、平常時から確認しておくこと。 

３）参集の途中で発見した上水道施設の被害状況や道路の状況、その他 

応急活動に必要な情報は、参集後速やかに庶務班・情報係に連絡する 

こと。 

 

上下水道部防災計画 様式５：上水道管路被害状況調査票 

 

４）応急作業に適した服装で参集すること。マスク、手袋（軍手）、水筒、 

食料、懐中電灯、ラジオ等はできるだけ携行すること。 
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２－４ 参集人員の想定 

勤務時間内および勤務時間外における参集人数について想定する。 

１）基本的な考え方 

勤務時間外における参集人員は、入間市業務継続計画を参考とする。 

 

２）職員の参集予測 

休日・夜間等の勤務時間外に地震が発生した場合における職員の経

過時間毎の参集基準について、職員の居住地（市内・市外等）を考慮

し、次のとおり想定した。 

①   参集手段は徒歩を原則とする。 

②   参集対象人数は、令和６年度の職員数２８名とする。 

（再任用フルタイムを含む。再任用パート職員は参集人数に含めな

い） 

③ 対象職員が市役所へ参集すると仮定する。 

④ 参集時間の３時間までは、市内在住の職員を対象とする 

⑤ 参集時間の２４時間までは、市近郊在住の職員を対象とする。 

⑥ 参集時間の３日までは、遠方在住者を対象とする。 

⑦ 発災から２４時間までの参集困難率を２２％とする。 

⑧ 発災から３日目の参集は、公共交通機関の復旧に伴い参集職員が 

増加するものの、発災後の混乱等により、依然として参集対象者の 

１２％が参集困難と仮定する。 

⑨ 発災から１週間以後は、すべての職員が参集可能となるが、職員 

本人や家族等の死傷等により、２％が参集不能と仮定する。 
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３）勤務時間外における想定参集職員数 

勤務時間外における参集可能な職員数を発災後からの経過時間毎に以下の

とおり想定した。 
 

表３－１ 勤務時間外 班別職員参集可能人数 

 

 ※各班の想定参集職員数は、小数点未満切り捨てで算定する（本部除く） 
 

 

４）勤務時間内における想定参集職員数 

参集対象職員は勤務時間外と同じ２８名とする。但し、休暇取得者や庁舎外 

へ出張している職員がいると想定し、発災直後から１日目まで２名／課が不在

として想定する。 

２日目以降の参集人数は勤務時間外と同人数とする。 

 

 

対策班

組織

全職員数

 経過時間

参集可能

職員数

想定参集

職員数

(人数×

 参集率)

参集可能

職員数

想定参集

職員数

(人数×

 参集率)

参集可能

職員数

想定参集

職員数

(人数×

 参集率)

経過時間別

想定参集

職員数

３時間～２４時間 78% 2 2 8 6 16 12 20

２４時間～３日 88% 2 2 8 7 18 15 24

４日～７日 98% 2 2 8 7 18 17 26

８日～３０日 98% 2 2 8 7 18 17 26

参集率
(100％－

参集困

難)

4 3

本部 庶務班

7 12

水道施設課

18

10

給水・施設班

上下水道部

発災後～３時間 2 2

上下水道経営課

82

78%
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２－５．参集基準及び配備体制  

 

１）参集基準と配備体制 

配備体制については入間市地域防災計画、参集基準については、入

間市上下水道部防災計画との整合を図る。 

配備体制と配備基準および勤務時間外の参集対象となる職員につい

て以下に示す。なお、勤務時間内については、職員が市役所在庁とし

て想定する。 

      

表３－３ 配備体制・基準と参集対象職員【勤務時間外】 

 

配備体制 配備基準 参集対象職員 

情報連絡 

会議体制 

原則として、入間市に震度４の地震

が発生し、災害の発生が予測される

場合 

課長職以上及び各課から選

出された職員（各課各担当

リーダー） 

 

 

 

 

 

 

 

全職員 

 

 

 

 

 

警戒体制 

第１配備 

原則として、入間市に震度５弱の地

震が発生し、災害の発生が予測され

る場合 

警戒体制 

第２配備 

入間市に震度５弱の地震による災

害が発生した場合、又は南海トラフ

地震臨時情報が発表された場合 

非常体制 

第１配備 

原則として、入間市に震度５強の地

震が発生し、災害の発生が予測され

る場合、又は巨大地震の警戒の発令

がされた旨の通報を受けた場合 

非常体制 

第２配備 

原則として、入間市に震度６弱以上

の地震が発生した場合 

 

 

   ２）参集後の組織体制 

参集後の組織体制「４．指揮命令系統と対応体制」で示すとおり 

とする。
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３．災害対応拠点と代替拠点の概要 

災害発生時における上下水道部の対応拠点および代替拠点について以下の 

とおり示す。 

３－１．災害対応拠点 

表３－４ 災害対応拠点 

  ※ 上下水道部防災総括責任者の順位 １：上下水道部長、２：上下水道部次長、３：上下 

水道経営課長、４：水道施設課長、５：水道技術管理者とし、以上の５人が不在の時は、

それぞれの次席の役職の者に読み替える。  

事 項 説 明 

拠点名 入間市役所：上水道対策本部 

上水道対策本部 

の要員 

本部長（上下水道部防災総括責任者※） 上下水道部長 

副本部長（上下水道部防災総括副責任者）  上下水道部次長 

庶務班長 上下水道経営課長 

給水・施設班長 水道施設課長 

設置場所と連絡手段 

（重要関係先から 

の連絡手段） 

入間市上下水道部水道施設課 

（※施設・設備使用できない場合には、代替拠点に移る。） 

所在地      ：入間市豊岡１－１６－１ 

電話       ：０４－２９６４－１１１１（代表） 

ＦＡＸ      ：０４－２００３－１５１２ 

水道対策本部内 

及び 

その近くに 

備える設備 

・固定電話：１９台、衛星電話：２台、携帯電話：５台（うち、災

害時優先電話１台）、複合機：１台、パソコン：２８台（職員１

人１台とする）、ホワイトボード：１台 

・上記設備を稼働できる非常用電源：自家発電機（１日程度稼働） 
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３－２．代替拠点 

 

表３－５ 代替拠点 

 

代替拠点名 鍵山浄水場 管理棟１階：上水道対策本部 

所在地 入間市鍵山３丁目５番５号 

連絡先 電 話：０４－２９６２－３８６０ 

代替拠点の責任者 施設班長（水道施設課長） 

 

事項 勤務時間内 勤務時間外 

代替拠点への 

参集 

職員は上下水道部長（上下水道部

防災総括責任者）又はその代理が

市役所本庁舎を使用不能と判断し

た場合に移動する 

職員は市役所本庁舎に参集後、上

下水道部長（上下水道部防災総括

責任者）又はその代理が市役所本

庁舎を使用不能と判断した場合

に移動する 

参集手順 

施設班浄・配水係が代替拠点の状

況確認を行った後、職員は順次移

動する 

大規模地震の発生により、本庁

舎が使用不能の恐れがある場

合、各課長職以上及び各課から

選出された職員（各課各担当リ

ーダー）は初動参集者として代

替拠点に直接参集し、代替拠点

の状況確認を行う。代替場所と

して支障がなければ、他の職員

も順次参集する 

役

割

分

担 

参集者 

状況確認 
庶務班(上下水道経営課) 

庶務班長 

（上下水道経営課長） 

代替拠点 

状況確認 

給水・施設班 浄・配水係 

(水道施設課) 

給水・施設班長 

（水道施設課長） 

代替拠点まで

の経路確認 

給水・施設班 浄・配水係 

(水道施設課) 

給水・施設班長 

（水道施設課長） 

代替拠点への 

移動手段 
原則として、本庁舎から徒歩、自転車、バイク等にて移動する 
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４．指揮命令系統と対応体制 
 

４－１．指揮命令系統 

災害が発生した場合、復旧対策を迅速かつ的確に遂行するため、入間市地域防災計

画に基づき、上下水道部は市災害対策本部の組織に組み入れられる。そのうえで、以

下の指揮命令系統に基づき、対応にあたる。 

 

図３－６ 指揮命令系統 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （注記事項） 

上水道対策本部を構成する職員 

 ＊ 水道の技術上の管理に関する事項（水質検査、衛生上の措置、給水の緊 

急停止等）

 

 

上下水道部防災総括責任者 
（上下水道部長） 

水道技術管理者＊ 指示、報告 

 庶務班 

庶務係 

庶務班長 
（上下水道経営課長） 

情報係 

給水・施設班 

給水係 浄配水係 施設係 上水道管路係 

上下水道部防災総括副責任者 
（上下水道部次長） 

給水・施設班長 
（水道施設課長） 
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４－２．上水道対策本部の組織、所掌事務 

 

・災害対策本部立ち上げ後、各課は担当ごとに以下の業務を実施する。 

表３－７ 上水道対策本部の組織及び所掌事務 

市災害対策本部 本部員：上下水道部長、指名本部員：上下水道部次長 

上水道対策本部 
上下水道部長、上下水道部次長、上下水道経営課長、水道施設課長、水

道技術管理者が上水道に関わる災害対策について協議、決定する。 

対策 

班 
班長 事務分掌 担当 主要業務内容 

庶
務
班 

上
下
水
道
経
営
課
長 

1 
情報 

に関すること 

情報係 

(上水道経営) 

被害状況等情報の収集、集計、解析、照合、記録等に関

する業務 

2 
渉外 

に関すること 

庶務係 

(総務) 

関係機関への支援要請、受入れ及び連絡調整等に関する

業務 

3 
調達 

に関すること 

庶務係 

(総務) 

給水車両､車両用燃料､自家発電設備用燃料､応急用資機材､食

料等の確保に関する業務 

4 
広報 

に関すること 

庶務係 

(総務) 
市民及び報道機関等への情報提供に関する業務 

5 
苦情・相談 

に関すること 

庶務係 

(総務) 
市民等からの苦情、相談に関する業務 

給
水
・
施
設
班 

水
道
施
設
課
長 

6 
応急給水 

に関すること 

給水係 

(給水・維持管理) 

応急給水計画の策定、拠点給水、運搬給水、仮設給水、

飲料水の衛生対策等の応急対応に関する業務 

7 
上水道管路 

に関すること 

上水道管路係 

(給水・維持管理、施設整備) 

上水道管路の被害状況調査、応急復旧計画、復旧の実施、

復旧状況の把握等に関する業務 

8 

施設 

(浄配水場) 

に関すること 

施設係 

(浄・配水、施設整備) 

施設の被害状況調査、応急復旧計画、復旧の実施、復旧

状況の把握等に関する業務 

9 
水質 

に関すること 

浄・配水係 

(浄・配水) 

水質管理及び次亜塩素酸ナトリウムとポリ塩化アルミ

ニウムの管理等に関する業務 

10 
水道水の確保

に関すること 

浄・配水係 

(浄・配水) 
配水池内等の水の確保と水量の管理等に関する業務 

※ 上下水道部防災総括責任者の順位 １：上下水道部長、２：上下水道部次長、３：上下水道経営課

長、４：水道施設課長、５：水道技術管理者とし、以上の５人が不在の時は、それぞれの次席の役職

の者に読み替える。 

※ 災害状況に応じ事務分掌に関わらずそれぞれの支援を行う。 
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４－３．情報収集体制 

市災害対策本部、入間市水道お客様センター、市民等からの通報を通 

して、市内全域からの情報収集に努める。また、現場へ出動している職

員は衛星電話等を通して、庶務班へ被害状況に関する情報の伝達を行

う。 

 

 

図３－８ 情報収集体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

市　民

入 間 市 災 害 対 策 本 部 埼 玉 県 企 業 局
日 本 水 道 協 会 埼 玉 県 支 部
(西部地区 ：川越市上下水道局）

上 下 水 道 部 災 害 対 策 本 部

入間市水道お客様センター 庶 務 班 ( 上 下 水 道 経 営 課 )

給水・施設班
(水道施設課)

さいたま市水道局
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時間帯ごとの収集すべき情報を以下のグラフで示す。 

 

表３－９ 時間帯ごとの収集情報の分類 

〔上下水道部防災計画 P.17 を参考に作成〕 

種 別 情  報  項  目 

発災直後

～３時間 

以内 

３時間～ 

６時間 

以内 

２４時間 

以内 

２４時間 

以降 

災害状況 

災害の概要（規模・地域等）  
 

  

火災、道路状況  
 

  

市民の被災、避難状況   
 

 

職員の被災状況 

 

   

庁舎の被害状況 

 

   

施設の被害 

及び 

応急対策状況 

浄配水場、配水池、加圧場の被害状況 

 

   

浄配水場、配水池、加圧場の復旧状況   
 

 

送配水管の被害状況   
 

 

送配水管の復旧状況   
 

 

給水装置の被害及び復旧状況   
 

 

上水道施設の被害に伴う 

二次災害状況 

 

   

応急給水の実施状況  
 

  

工事現場の保安点検処置の状況   
 

 

施設稼働 

状況等 

浄水場の運転状況 

 

   

配水場の運転状況  
 

  

配水区域ごとの給水状況  
 

  

水質状況 

 

   

実施態勢 

状況 

職員参集、配置状況 

 

   

関係団体の配備状況   
 

 

その他 

災害全般に関する情報   
 

 

広報実施状況    
 

市民の要望、苦情等受付状況   
 

 

通信状況等   
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給水・施設班
（水道施設課）

報道機関 市民

入間市災害対策本部

上下水道部災害対策本部

庶務班
（上下水道経営課）

４－４．広報体制、広報内容 

市災害対策本部を通して、防災行政無線や広報車、インターネット等によ

り、被害状況、復旧状況、応急給水等に関する情報について適宜広報を行う。  

 

図３－１０ 広報体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表３－４－３ 広報の内容 

No. 広報内容 

発災直後

～３時間 

以内 

３時間～ 

６時間 

以内 

２４時間 

以内 

２４時間 

以降 

1 上水道施設及び送配水管の被害状況 

 

   

2 減・断水区域の範囲  
 

  

3 復旧計画及び復旧の見通し     

4 応急給水の場所及び給水方法（時間、量等） 

 

   

5 仮設給水所の設置（利用）     

6 飲料水の衛生対策     

7 宅地内漏水の止水依頼及び止水方法     
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表３－１１ 市内報道機関一覧 

報 道 機 関 名 番  号 

入間ケー ブルテ レ ビ 
電 話 ０４－２９６５－０５５０ 

Ｆ ＡＸ ０４－２９６５－５４３２ 

Ｆ Ｍ 茶 笛 
電 話 ０４－２９６３－６６６３ 

Ｆ ＡＸ ０４－２９６３－０８６７ 
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５．避難誘導、安否確認 

 

災害時における避難誘導・安否確認の方法について以下に示す。 

 

  表３－５－１ 避難誘導方法 

 

建物名等 入間市役所Ｂ棟 

避難誘導責任者 

避難誘導代理者 

責任者：上下水道経営課 課長 

代理者：上下水道経営課 総務担当リーダー 

来訪者の誘導方法 
応接している職員が、責任を持って誘導する。 

屋外避難が必要な場合には、階段を使って誘導する。 

職員の避難方法 

屋外避難が必要な場合には、階段を使って避難する。 

屋外に出た場合には、点呼・安否確認をするので、必ず

指定避難先の集合場所に集まる。 

避難経路 管財課の指示とおり 

避難先（集合場所） 入間市役所地下ロータリー 

近隣の公設の避難所 入間市市民体育館（入間市豊岡４－２－１） 

 

 

表３－５－２ 安否確認方法 

 

安否確認責任者 
責任者：上下水道経営課 課長 

代理者：上下水道経営課 総務担当リーダー 

安否確認担当 担当 ：上下水道経営課 総務担当 

安否確認の方法 

と手順 

・勤務時間内の場合 

  庁外で災害の情報を受けた職員は、所属する課長へ

安否確認の連絡を行う。 

・勤務時間外の場合 

  下記の発動条件において、参集していない職員に対

し、安否確認担当者より連絡を行う。 

連絡手順：電話→携帯メール・ＳＮＳ→携帯災害用伝言板 

安否確認の発動条件 震度４以上の地震が発生した場合 
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第４章 非常時対応計画 
 

１．優先実施業務の選定 
 

１－１．優先実施業務の考え方 

上水道は市民の生活に欠かせない社会基盤のひとつである。そのため、

災害発生時においても、市民の生命、財産を守り社会的な影響を最小限に

抑えることができるよう、水道事業は継続的にサービスを提供すること

が求められる。 

しかし、災害による職員の被災や庁舎の故障等により、通常通りに全て

の業務を行うことは困難である。そのため、ヒト・モノ等の資源が限られ

る中で、事業を継続することができるよう、優先実施業務を選定する。 

それらを発災から３０日間の期間を以下の５段階に区分し、各段階に

おいて実施の必要性が高いと考えられる業務を選定し、各業務の開始時

期を定める。 

なお、業務開始時期の目安および選定基準については入間市業務継続

計画と整合を図る。 
 

表４－１ 発災後の各段階における実施業務 

 業務 

開始時期の目安 
選定基準 

Ⓐ ３時間以内 発災後、直ちに着手しないと、市民の生命、身体及び財産、

または都市機能維持、社会経済活動に重大な影響を及ぼすた

め、優先的に対策を講ずべき業務 Ａ 
２４時間 

以内 

Ｂ ３日以内 

遅くとも発災後３日以内に着手しないと、市民の生命、身体

及び財産、または都市機能維持、社会経済活動に相当の影響

を及ぼすため、早期に対策を講ずべき業務 

Ｃ ７日以内 

遅くとも発災後１週間以内に業務に着手しないと、市民の生

命、身体及び財産、または都市機能維持、社会経済活動に影

響を及ぼすため、対策を講ずべき業務 

Ｄ ８日以上 

発災後、１週間以上は着手しなくても、市民の生命、身体及

び財産、または都市機能維持、社会経済活動に直ちに影響を

及ぼさないと見込まれる業務 
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１－２．優先実施業務の選定 

以下のとおり、災害時における優先実施業務を選定し、各業務における担

当班、業務開始目安、目標対応期間について整理する。 

 

① 優先実施業務の選定（勤務時間外）    … 表４－１ 参照 

優先実施業務の時系列整理（勤務時間外）… 表４－２ 参照 

② 優先実施業務の選定（勤務時間内）     … 表４－３ 参照 

 優先実施業務の時系列整理（勤務時間内）… 表４－４ 参照 

  



表４－１　優先実施業務の選定（勤務時間外）

１）災害対応業務 注）業務開始目安「Ⓐ：３時間以内、Ａ：１日以内、Ｂ：３日以内、Ｃ：１週間以内、Ｄ：８日以上」

業務項目 対策班（担当課） 係（担当） 責任者
業務開始

目安(注) 対応期間

① 上水道施設の被害確認 施設被害確認担当者 － － Ⓐ 発災～3ｈ ・施設被害確認担当者は、指定されている施設の被害状況を確認後、本庁舎へ参集する。

・報告様式により、情報係に報告する。

② 職員の安否確認 庶務班（上下水道経営課） 庶務係、情報係 庶務班長 Ⓐ 発災～24ｈ ・参集の確認が取れない職員に対し、安否確認を行う。

③ 災害対応拠点（本庁舎）の安全点検 給水・施設班（水道施設課） 浄配水係、上水道管路係、施設係 給水・施設班長 Ⓐ 発災～3ｈ ・外部状況（大規模クラック）等､災害対応拠点（本庁舎）の安全性を確認

・災害対応拠点の安全が確保できない場合､代替対応拠点へ移動

④ 被害状況の情報収集 庶務班（上下水道経営課） 庶務係、情報係 庶務班長 Ⓐ 発災～3日 ・報道、市民からの通報等により、被害情報を収集する

⑤ 送水管、重要幹線の緊急調査 給水・施設班（水道施設課） 上水道管路係、施設係 給水・施設班長 Ａ 3ｈ～24ｈ ・調査箇所の優先順位を決定し、グループ編成・調査内容を決定する

・被災状況を把握し、人的被害もつながる二次災害防止のための応急処置を行う。

⑥ 浄配水施設の緊急調査 給水・施設班（水道施設課） 浄配水係 給水・施設班長 Ａ 3ｈ～24ｈ ・施設被害確認担当者の報告により、被害が確認された施設に対し二次災害防止のための応急処置を行う。

⑦ 配水池の保有水量の確保 給水・施設班（水道施設課） 浄配水係 給水・施設班長 Ａ 3ｈ～24ｈ ・流入管及び送・配水管に被害を受けた場合は、配水池の仕切弁を閉め、応急給水に必要な水量を確保する

⑧ 応急給水の準備 給水・施設班（水道施設課） 給水係 給水・施設班長 Ａ 3ｈ～24ｈ ・応急給水用資機材の確認および準備

⑨ 上水道対策本部立上げ 庶務班（上下水道経営課） 情報係、庶務係 庶務班長 Ａ 3ｈ～24ｈ ・上下水道部長は、上水道対策本部の立上げを決定する

・上下水道部次長を通して、市災害対策本部へ対応体制や被害状況について継続的に報告する

⑩ 埼玉県への被害状況の報告 庶務班（上下水道経営課） 庶務係 庶務班長 Ａ 3ｈ～3日 ・埼玉県（企業局）や日水協埼玉県支部に対して、被害状況を継続的に報告する

⑪ データ類の保護 各班 － － Ａ 3h～24ｈ ・台帳類やバックアップ媒体等が損傷するおそれがある場合は､安全な場所へ移動

・データが損傷した場合､バックアップのない情報の復元処理を依頼

⑫ 応急給水計画の策定 給水・施設班（水道施設課） 給水係 給水・施設班長 Ａ 3ｈ～3日 ・被害状況について情報整理を行い、優先給水箇所を検討する

⑬ 応急復旧計画の策定 給水・施設班（水道施設課） 上水道管路係、施設係 給水・施設班長 Ａ 3ｈ～3日 ・被害状況について情報整理を行い、優先復旧箇所を検討する

⑭ 協力団体等への支援要請 庶務班（上下水道経営課） 庶務係 庶務班長 Ａ 3ｈ～3日 ・被災状況の調査及び復旧を踏まえ､支援要請の有無を判断

・市災害対策本部と協議し、支援要請の有無について最終判断

・被害状況､支援要請内容（人/物）等の整理し、協定締結団体や協力団体へ支援を要請を行う

・受入場所（作業スペース･保管場所）の確保

⑮ 応急給水（拠点給水） 給水・施設班（水道施設課） 給水係 給水・施設班長 Ａ 3ｈ～3日 ・市役所、各支所、出張所に簡易水槽を設置し、給水車両により水を運搬する

⑯ 市民対応 庶務班（上下水道経営課） 庶務係 庶務班長 Ａ 3ｈ～30日 ・苦情や相談等への対応

・給水設備の修理業者の紹介

⑰ 物資の確保 庶務班（上下水道経営課） 庶務係 庶務班長 Ｂ 24ｈ～7日 ・通信系統、車両、燃料、応急用資機材、食料等の確保

⑱ 広報業務 庶務班（上下水道経営課） 庶務係 庶務班長 Ｂ 24ｈ～30日 ・被害状況、断水状況、応急給水、復旧の見通し等の情報を市災害対策本部へ伝達

・応急給水情報の広報準備、応急給水拠点との連絡に関すること

⑲ 応急復旧（送水管、重要幹線、配水支管（準幹線）） 給水・施設班（水道施設課） 上水道管路係 給水・施設班長 Ｂ 24ｈ～7日 ・送水管、重要幹線、配水支管（準幹線）の応急復旧

・備蓄している資材等による漏水対応

⑳ 関連行政部局との連絡調整 庶務班（上下水道経営課） 庶務係 庶務班長 Ｂ 24ｈ～7日 ・都市整備部等との協力体制の確認

㉑ 被害調査（全ての管路） 給水・施設班（水道施設課） 上水道管路係、施設係 給水・施設班長 Ｂ 24ｈ～7日 ・送水管、重要幹線等を中心に巡回調査を実施

・被災状況に応じ､仮設給水の対応

㉒ 応急給水（運搬給水） 給水・施設班（水道施設課） 給水係 給水・施設班長 Ｃ 4日～30日 ・支援団体と協力して指定避難所等で直接給水活動を行う

㉓ 漏水調査 給水・施設班（水道施設課） 上水道管路係、施設係 給水・施設班長 Ｄ 8日～30日 ・通水状況に応じた漏水調査

㉔ 応急復旧（配水支管（準幹線、供給管）) 給水・施設班（水道施設課） 上水道管路係 給水・施設班長 Ｄ 8日～30日 ・配水管（配水支管（準幹線、供給管））の応急復旧工事
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２）通常業務（勤務時間外） 注）業務開始目安「Ⓐ：３時間以内、Ａ：１日以内、Ｂ：３日以内、Ｃ：１週間以内、Ｄ：８日以上」

業務項目 担当課 担当 責任者
業務開始

目安(注)

① 文書の事務及び管理に関すること 各課 各担当 各課長 Ａ ・文書整理、メール及び郵便の処理に関すること

② 広報に関すること 上下水道経営課 総務担当 上下水道経営課長 Ａ

③ 管理する給水装置の維持管理に関すること 水道施設課 給水・維持管理担当 水道施設課長 Ａ

④ 消火栓の維持管理に関すること 水道施設課 給水・維持管理担当 水道施設課長 Ａ ・消火栓点検業務、改修に関すること

⑤ 貯蔵品及び物品の調達管理に関すること 上下水道経営課 上水道経営担当 上下水道経営課長 Ａ ・棚卸資産・貯蔵品に関すること

⑥ 配水施設の維持管理に関すること 水道施設課 浄・配水担当 水道施設課長 Ａ ・施設修繕対応、各配水施設点検、稼働管理

⑦ 水質管理に関すること 水道施設課 浄・配水担当 水道施設課長 Ａ ・水質検査管理、異常事態危機管理対応

⑧ 漏水防止に関すること 水道施設課 給水・維持管理担当 水道施設課長 Ａ ・漏水修理、調査に関すること

⑨ 企業会計経理に関すること① 上下水道経営課 上水道経営担当 上下水道経営課長 Ｂ ・入金・請求処理、支払処理、企業会計システムに関すること

⑩ 公印の保管に関すること 上下水道経営課 総務担当 上下水道経営課長 Ｂ ・公印の保管管理

⑪ その他収入に関すること 上下水道経営課 上水道経営担当 上下水道経営課長 Ｂ

⑫ 衛生委員会に関すること 上下水道経営課 総務担当 上下水道経営課長 C

⑬ 入札及び契約に関すること 上下水道経営課 総務担当 上下水道経営課長 C ・契約事務に関すること

⑭ 資金管理運用に関すること 上下水道経営課 上水道経営担当 上下水道経営課長 C

⑮ 企業会計経理に関すること② 上下水道経営課 上水道経営担当 上下水道経営課長 C ・補助金に関すること、手提げ金庫の管理に関すること

⑯ 使用水量の認定に関すること 上下水道経営課 上水道経営担当 上下水道経営課長 C

⑰ 水道料金の減免に関すること 上下水道経営課 上水道経営担当 上下水道経営課長 C

⑱ 水道使用の証明等に関すること 上下水道経営課 上水道経営担当 上下水道経営課長 C

⑲ 各種保険に関すること 上下水道経営課 総務担当 上下水道経営課長 C

⑳ 業務委託に関すること 上下水道経営課 上水道経営担当 上下水道経営課長 C ・水道料金徴収等業務委託契約に関すること

㉑ 遠方監視制御装置の維持管理に関すること 水道施設課 浄・配水担当 水道施設課長 C ・中央監視委託業者との連絡調整

㉒ 取水及び送水に関すること 水道施設課 浄・配水担当 水道施設課長 C ・原水、給水の管理

㉓ 水道料金の調定、収入等に関すること 上下水道経営課 上水道経営担当 上下水道経営課長 D

㉔ 企業債及び一時借入金に関すること 上下水道経営課 上水道経営担当 上下水道経営課長 D

㉕ 水道使用者に係る届け出の受付に関すること 上下水道経営課 上水道経営担当 上下水道経営課長 D

㉖ 協定書に関すること 上下水道経営課 総務担当 上下水道経営課長 D

㉗ 休日開栓委託支払に関すること 上下水道経営課 上水道経営担当 上下水道経営課長 D

㉘ 切手管理に関すること 上下水道経営課 総務担当 上下水道経営課長 D

㉙ 水運用計画に関すること 水道施設課 浄・配水担当 水道施設課長 D ・受配水量計画、県水予定水量等埼玉県との連絡調整、配水量の管理・調整

㉚ 配水場及び浄水場の勤務計画に関すること 水道施設課 浄・配水担当 水道施設課長 D ・鍵山浄水場管理業務委託の指示等
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・各種広報、ＨＰ及び電子申請に関すること

・グループ内・他部課との総合調整、水道施設の点検、水道管の洗浄、配水区域の変更、減圧・空気弁保守点検、
　占用許可、補修工事及びマンホール蓋調整に関すること



発災後～３時間以内 ３時間～２４時間 ２４時間～３日 4日～７日 8日～１４日 １5日～３０日

各班

発災後～３時間以内 ３時間～２４時間 ２４時間～３日 4日～７日 8日～１４日 １5日～３０日

各課共通
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応急給水の準備

応急給水計画の策定

通
常
業
務

水運用計画に関すること

配水場及び浄水場の勤務計画に関すること

水道施設
課

貯蔵品及び物品の調達管理に関すること

企業会計経理に関すること①

公印の保管に関すること

衛生委員会に関すること

資金管理運用に関すること

企業会計経理に関すること②

使用水量の認定に関すること

災害対応拠点（本庁舎）の安全点検

送水管、重要幹線の緊急調査

取水及び送水に関すること

表４－２　優先実施業務の時系列整理（勤務時間外）

対応期間

勤務時間外において災害が発生した場合

庶務班

職員の安否確認

被害状況の情報収集

上水道対策本部立上げ

埼玉県への被害状況の報告

協力団体等への支援要請

市民対応

物資の確保

関連行政部局との連絡調整

広報業務

遠方監視制御装置の維持管理に関すること

浄配水施設の緊急調査

応急復旧計画の策定

応急復旧（送水管、重要幹線、配水支管（準幹線））

被害調査（全ての管路）

漏水調査

管理する給水装置の維持管理に関すること

消火栓の維持管理に関すること

漏水防止に関すること

水質管理に関すること

各種保険に関すること

応急給水（拠点給水）

応急給水（運搬給水）

水道使用の証明等に関すること

対応期間

データ類の保護

応急復旧（配水支管（準幹線、供給管）)

広報に関すること

水道料金の減免に関すること

配水池の保有水量の確保

給水・施設班

災
害
対
応
業
務

配水施設の維持管理に関すること

上水道施設の被害確認

切手管理に関すること

業務委託に関すること

水道料金の調定、収入等に関すること

企業債及び一時借入金に関すること

水道使用者に係る届け出の受付に関すること

協定書に関すること

休日開栓委託支払に関すること

入札及び契約に関すること

勤務時間外において災害が発生した場合

文書の事務及び管理に関すること

その他収入に関すること

上下水道
経営課



表４－３　優先実施業務の選定（勤務時間内）

１）災害対応業務 注）業務開始目安「Ⓐ：３時間以内、Ａ：１日以内、Ｂ：３日以内、Ｃ：１週間以内、Ｄ：８日以上」

業務項目 対策班（担当課） 係（担当） 責任者
業務開始

目安(注) 対応期間

① 来庁者の避難誘導 各課 － － Ⓐ 発災～3ｈ ・管財課の指示に従い、来訪者を屋外へ避難誘導する

② 職員の安否確認 庶務班（上下水道経営課） 庶務係、情報係 庶務班長 Ⓐ 発災～3ｈ ・在庁職員の安否を確認

・外出､休暇等により在庁していない職員の安否状況について確認

③ 災害対応拠点（本庁舎）の安全点検 給水・施設班（水道施設課） 浄配水係、上水道管理係、施設係 給水・施設班長 Ⓐ 発災～3ｈ ・外部状況（大規模クラック）等､災害対応拠点（本庁舎）の安全性を確認

・災害対応拠点の安全が確保できない場合､代替対応拠点へ移動

④ 被害状況の情報収集 庶務班（上下水道経営課） 庶務係、情報係 庶務班長 Ⓐ 発災～3日 ・報道、市民からの通報等により、被害情報を収集する

⑤ 送水管、重要幹線の緊急調査 給水・施設班（水道施設課） 上水道管路係、施設係 給水・施設班長 Ⓐ 発災～24ｈ ・調査箇所の優先順位を決定し、グループ編成・調査内容を決定する

・被災状況の把握し、人的被害もつながる二次災害防止のための応急処置を行う

⑥ 浄配水施設の緊急調査 給水・施設班（水道施設課） 浄配水係 給水・施設班長 Ⓐ 発災～24ｈ ・被害状況の把握、二次災害防止のための応急処置を行う。

⑦ 配水池の保有水量の確保 給水・施設班（水道施設課） 浄配水係 給水・施設班長 Ⓐ 発災～3ｈ ・流入管及び送・配水管に被害を受けた場合は、配水池の仕切弁を閉め、応急給水に必要な水量を確保する

⑧ 応急給水の準備 給水・施設班（水道施設課） 給水係 給水・施設班長 Ⓐ 発災～3ｈ ・応急給水用資機材の確認および準備

⑨ 上水道対策本部立上げ 庶務班（上下水道経営課） 情報係、庶務係 庶務班長 Ａ 3ｈ～24ｈ ・上下水道部長は、上水道対策本部の立上げを決定する

・上下水道部次長を通して、市災害対策本部へ対応体制や被害状況について継続的に報告する

⑩ 埼玉県への被害状況の報告 庶務班（上下水道経営課） 庶務係 庶務班長 Ａ 3ｈ～3日 ・埼玉県（企業局）や日水協埼玉県支部に対して、被害状況を継続的に報告する

⑪ データ類の保護 各班 － － Ａ 3h～24ｈ ・台帳類やバックアップ媒体等が損傷するおそれがある場合は､安全な場所へ移動

・データが損傷した場合､バックアップのない情報の復元処理を依頼

⑫ 応急給水計画の策定 給水・施設班（水道施設課） 給水係 給水・施設班長 Ａ 3ｈ～3日 ・被害状況について情報整理を行い、優先給水箇所を検討する

⑬ 応急復旧計画の策定 給水・施設班（水道施設課） 上水道管路係、施設係 給水・施設班長 Ａ 3ｈ～3日 ・被害状況について情報整理を行い、優先復旧箇所を検討する

⑭ 協力団体等への支援要請 庶務班（上下水道経営課） 庶務係 庶務班長 Ａ 3ｈ～3日 ・被災状況の調査及び復旧を踏まえ､支援要請の有無を判断

・市災害対策本部と協議し、支援要請の有無について最終判断

・被害状況､支援要請内容（人/物）等の整理し、協定締結団体や協力団体へ支援を要請を行う

・受入場所（作業スペース･保管場所）の確保

⑮ 応急給水（拠点給水） 給水・施設班（水道施設課） 給水係 給水・施設班長 Ａ 3ｈ～3日 ・市役所、各支所、出張所に簡易水槽を設置し、給水車両により水を運搬する

⑯ 市民対応 庶務班（上下水道経営課） 庶務係 庶務班長 Ａ 3ｈ～30日 ・苦情や相談等への対応

・給水設備の修理業者の紹介

⑰ 物資の確保 庶務班（上下水道経営課） 庶務係 庶務班長 Ｂ 24ｈ～7日 ・通信系統、車両、燃料、応急用資機材、食料等の確保

⑱ 広報業務 庶務班（上下水道経営課） 庶務係 庶務班長 Ｂ 24ｈ～30日 ・被害状況、断水状況、応急給水、復旧の見通し等の情報を市災害対策本部へ伝達

・応急給水情報の広報準備、応急給水拠点との連絡に関すること

⑲ 応急復旧（送水管、重要幹線、配水支管（準幹線）） 給水・施設班（水道施設課） 管路係 給水・施設班長 Ｂ 24ｈ～7日 ・送水管、重要幹線、配水支管（準幹線）の応急復旧

・備蓄している資材等による漏水対応

⑳ 関連行政部局との連絡調整 庶務班（上下水道経営課） 庶務係 庶務班長 Ｂ 24ｈ～7日 ・都市整備部等との協力体制の確認

㉑ 被害調査（全ての管路） 給水・施設班（水道施設課） 上水道管路係、施設係 給水・施設班長 Ｂ 24ｈ～7日 ・送水管、重要幹線等を中心に巡回調査を実施

・被災状況に応じ､仮設給水の対応

㉒ 応急給水（運搬給水） 給水・施設班（水道施設課） 給水係 給水・施設班長 Ｃ 4日～30日 ・支援団体と協力して指定避難所等で給水活動を行う

㉓ 漏水調査 給水・施設班（水道施設課） 上水道管路係、施設係 給水・施設班長 Ｄ 8日～30日 ・通水状況に応じた漏水調査

㉔ 応急復旧（配水支管（準幹線、供給管）) 給水・施設班（水道施設課） 上水道管路係 給水・施設班長 Ｄ 8日～30日 ・配水管（配水支管（準幹線、供給管））の応急復旧工事
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２）通常業務（勤務時間内） 注）業務開始目安「Ⓐ：３時間以内、Ａ：１日以内、Ｂ：３日以内、Ｃ：１週間以内、Ｄ：８日以上」

業務項目 担当課 担当 責任者
業務開始

目安(注)

① 文書の事務及び管理に関すること 各課 各担当 各課長 Ⓐ ・文書整理、メール及び郵便の処理に関すること

② 広報に関すること 上下水道経営課 総務担当 上下水道経営課長 Ⓐ

③ 管理する給水装置の維持管理に関すること 水道施設課 給水・維持管理担当 水道施設課長 Ⓐ

④ 消火栓の維持管理に関すること 水道施設課 給水・維持管理担当 水道施設課長 Ⓐ ・消火栓点検業務、改修に関すること

⑤ 貯蔵品及び物品の調達管理に関すること 上下水道経営課 上水道経営担当 上下水道経営課長 Ａ ・棚卸資産・貯蔵品に関すること

⑥ 配水施設の維持管理に関すること 水道施設課 浄・配水担当 水道施設課長 Ａ ・施設修繕対応、各配水施設点検、稼働管理

⑦ 水質管理に関すること 水道施設課 浄・配水担当 水道施設課長 Ａ ・水質検査管理、異常事態危機管理対応

⑧ 漏水防止に関すること 水道施設課 給水・維持管理担当 水道施設課長 Ａ ・漏水修理、調査に関すること

⑨ 企業会計経理に関すること① 上下水道経営課 上水道経営担当 上下水道経営課長 Ｂ ・入金・請求処理、支払処理、企業会計システムに関すること

⑩ 公印の保管に関すること 上下水道経営課 総務担当 上下水道経営課長 Ｂ ・公印の保管管理

⑪ その他収入に関すること 上下水道経営課 上水道経営担当 上下水道経営課長 Ｂ

⑫ 衛生委員会に関すること 上下水道経営課 総務担当 上下水道経営課長 C

⑬ 入札及び契約に関すること 上下水道経営課 総務担当 上下水道経営課長 C ・契約事務に関すること

⑭ 資金管理運用に関すること 上下水道経営課 上水道経営担当 上下水道経営課長 C

⑮ 企業会計経理に関すること② 上下水道経営課 上水道経営担当 上下水道経営課長 C ・補助金に関すること、手提げ金庫の管理に関すること

⑯ 使用水量の認定に関すること 上下水道経営課 上水道経営担当 上下水道経営課長 C

⑰ 水道料金の減免に関すること 上下水道経営課 上水道経営担当 上下水道経営課長 C

⑱ 水道使用の証明等に関すること 上下水道経営課 上水道経営担当 上下水道経営課長 C

⑲ 各種保険に関すること 上下水道経営課 総務担当 上下水道経営課長 C

⑳ 業務委託に関すること 上下水道経営課 上水道経営担当 上下水道経営課長 C ・水道料金徴収等業務委託契約に関すること

㉑ 遠方監視制御装置の維持管理に関すること 水道施設課 浄・配水担当 水道施設課長 C ・中央監視委託業者との連絡調整

㉒ 取水及び送水に関すること 水道施設課 浄・配水担当 水道施設課長 C ・原水、給水の管理

㉓ 水道料金の調定、収入等に関すること 上下水道経営課 上水道経営担当 上下水道経営課長 D

㉔ 企業債及び一時借入金に関すること 上下水道経営課 上水道経営担当 上下水道経営課長 D

㉕ 水道使用者に係る届け出の受付に関すること 上下水道経営課 上水道経営担当 上下水道経営課長 D

㉖ 協定書に関すること 上下水道経営課 総務担当 上下水道経営課長 D

㉗ 休日開栓委託支払に関すること 上下水道経営課 上水道経営担当 上下水道経営課長 D

㉘ 切手管理に関すること 上下水道経営課 総務担当 上下水道経営課長 D

㉙ 水運用計画に関すること 水道施設課 浄・配水担当 水道施設課長 D ・受配水量計画、県水予定水量等埼玉県との連絡調整、配水量の管理・調整

㉚ 配水場及び浄水場の勤務計画に関すること 水道施設課 浄・配水担当 水道施設課長 D ・鍵山浄水場管理業務委託の指示等
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・各種広報、ＨＰ及び電子申請に関すること

・グループ内・他部課との総合調整、水道施設の点検、水道管の洗浄、配水区域の変更、減圧・空気弁保守点検、
  占用許可、補修工事及びマンホール蓋調整に関すること



発災後～３時間以内 ３時間～２４時間 ２４時間～３日 4日～７日 8日～１４日 １5日～３０日

各班

発災後～３時間以内 ３時間～２４時間 ２４時間～３日 ４日～７日 ８日～１４日 １５日～３０日

各課共通
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水道料金の減免に関すること

漏水防止に関すること水道施設課

管理する給水装置の維持管理に関すること

水質管理に関すること

遠方監視制御装置の維持管理に関すること

配水場及び浄水場の勤務計画に関すること

消火栓の維持管理に関すること

水道料金の調定、収入等に関すること

取水及び送水に関すること

水運用計画に関すること

休日開栓委託支払に関すること

切手管理に関すること

衛生委員会に関すること

資金管理運用に関すること

配水池の保有水量の確保

応急給水の準備

データ類の保護

その他収入に関すること

通
常
業
務

文書の事務及び管理に関すること

広報に関すること

貯蔵品及び物品の調達管理に関すること

企業会計経理に関すること①

公印の保管に関すること

入札及び契約に関すること

企業会計経理に関すること②

使用水量の認定に関すること

水道使用の証明等に関すること

各種保険に関すること

業務委託に関すること

企業債及び一時借入金に関すること

水道使用者に係る届け出の受付に関すること

協定書に関すること

上下水道
経営課

表４－４　優先実施業務の時系列整理（勤務時間内）

対応期間

勤務時間内において災害が発生した場合

送水管、重要幹線の緊急調査

応急復旧（送水管、重要幹線、配水支管（準幹線））

被害調査（全ての管路）

漏水調査

来庁者の避難誘導

職員の安否確認

対応期間

勤務時間内において災害が発生した場合

応急復旧（配水支管（準幹線、供給管）)

被害状況の情報収集

広報業務

給水・施設班

災
害
対
応
業
務

配水施設の維持管理に関すること

応急給水計画の策定

応急給水（拠点給水）

応急給水（運搬給水）

上水道対策本部立上げ

埼玉県への被害状況の報告

浄配水施設の緊急調査

応急復旧計画の策定

関連行政部局との連絡調整

物資の確保

来庁者の避難誘導

協力団体等への支援要請

市民対応

災害対応拠点（本庁舎）の安全点検

庶務班
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２．優先実施業務に必要な人員 

 

選定した優先実施業務について、発災後の経過時間毎に必要人数を算定する 

とともに、震災時における職員の参集状況予測と比較し、対応人員の過不足状  

況を整理する。 

これにより、応急給水や応急復旧が本格化する４日目以降は、大幅に人員が 

不足することが明らかとなるため、大規模地震発生時においては、早い段階か 

ら支援要請を行うことが求められる。 

また、支援人員が到着するまでの不足する人員については、各班間や他部署 

職員等の支援により融通する。      
  

担当班・業務期間別の優先実施業務に対する 

① 必要人員一覧表（勤務時間外） … 表４－５参照 

② 必要人員一覧表（勤務時間内） … 表４－６参照 
 

なお、「勤務時間外」および「勤務時間内」それぞれにおける各課の参集人員 

想定は以下のとおり。（１７ページ参照） 

＜勤務時間外における想定参集職員数＞ 

 

※各班の想定参集職員数は、小数点未満切り捨てで算定する（本部除く） 

 

＜勤務時間内における想定参集職員数＞ 

参集対象職員は勤務時間外と同じ２８名とする。但し、休暇取得者や庁舎外 

へ出張している職員がいると想定し、発災直後から２４時間まで２名／課が不 

在として想定する。２日目以降の参集人数は勤務時間外と同人数とする。 

対策班

組織

全職員数

 経過時間

参集可能

職員数

想定参集

職員数

(人数×

 参集率)

参集可能

職員数

想定参集

職員数

(人数×

 参集率)

参集可能

職員数

想定参集

職員数

(人数×

 参集率)

経過時間別

想定参集

職員数

３時間～２４時間 78% 2 2 8 6 16 12 20

２４時間～３日 88% 2 2 8 7 18 15 24

４日～７日 98% 2 2 8 7 18 17 26

８日～３０日 98% 2 2 8 7 18 17 26

参集率
(100％－

参集困

難)

4 3

本部 庶務班

7 12

水道施設課

18

10

給水・施設班

上下水道部

発災後～３時間 2 2

上下水道経営課

82

78%



表４－５　担当班・業務期間別　優先実施業務に対する必要人員一覧表（勤務時間外）

１）災害対応業務

発災 3ｈ 24ｈ 4日 8日 15日

～3ｈ ～24ｈ ～3日 ～7日 ～14日 ～30日

Ⓐ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

上下水道経営課
（庶務班 9名）

庶務係、情報係 職員の安否確認 参集の確認が取れない職員に対し、安否確認を行う Ⓐ 発災～24ｈ

庶務係、情報係 被害状況の情報収集 報道、市民からの通報等により、被害情報を収集する Ⓐ 発災～3日 1

上下水道部長は、上水道対策本部の立上げを決定する

上下水道部次長を通して、市災害対策本部へ対応体制や被
害状況について継続的に報告する

庶務係 埼玉県への被害状況の報告
埼玉県（企業局）や日水協埼玉県支部に対して、被害状況
を継続的に報告する

Ａ 3ｈ～3日 2

台帳類やバックアップ媒体等が損傷するおそれがある場合
は､安全な場所へ移動

データが損傷した場合､バックアップのない情報の復元処
理を依頼

被災状況の調査及び復旧を踏まえ､支援要請の有無を判断

市災害対策本部と協議し、支援要請の有無について最終判
断

被害状況､支援要請内容（人/物）等の整理し、協定締結団
体や協力団体へ支援を要請を行う

受入場所（作業スペース･保管場所）の確保

苦情や相談等への対応

給水設備の修理業者の紹介

庶務係 物資の確保 通信系統、車両、燃料、応急用資機材、食料等の確保 Ｂ 24ｈ～7日

被害状況、断水状況、応急給水、復旧の見通し等の情報を
市災害対策本部へ伝達

応急給水情報の広報準備、応急給水拠点との連絡に関する
こと

庶務係 関連行政部局との連絡調整 都市整備部等との協力体制の確認 Ｂ 24ｈ～7日

小計 7 12 15 7 5 4

水道施設課
（給水・施設班 18名）

施設被害確認担当者は、指定されている施設の被害状況を
確認後、本庁舎へ参集する

報告様式により、情報係に報告する。

給水係 応急給水の準備 応急給水用資機材の確認および準備 Ａ 3ｈ～24ｈ 4

台帳類やバックアップ媒体等が損傷するおそれがある場合
は､安全な場所へ移動

データが損傷した場合､バックアップのない情報の復元処
理を依頼

給水係 応急給水計画の策定
被害状況について情報整理を行い、優先給水箇所を検討す
る

Ａ 3ｈ～3日

給水係 応急給水（拠点給水）
市役所、各支所、出張所に簡易水槽を設置し、給水車両に
より水を運搬する

Ａ 3ｈ～3日

給水係 応急給水(運搬給水) 支援団体と協力して指定避難所等で給水活動を行う Ｂ 4日～30日 62 38 19

外部状況（大規模クラック）等､災害対応拠点（本庁舎）
の安全性を確認

災害対応拠点の安全が確保できない場合､代替対応拠点へ
移動

調査箇所の優先順位を決定し、グループ編成・調査内容を
決定する

被災状況の把握し、人的被害もつながる二次災害防止のた
めの応急処置を行う

浄配水係 浄配水施設の緊急調査
施設被害確認担当者の報告により、被害が確認された施設
に対し、二次災害防止のための応急処置を行う。

Ａ 3ｈ～24ｈ 4

浄配水係 配水池の保有水量の確保
流入管及び送・配水管に被害を受けた場合は、配水池の仕
切弁を閉め、応急給水に必要な水量を確保する

Ａ 3ｈ～24ｈ 4

上水道管路係、施設係 応急復旧計画の策定
被害状況について情報整理を行い、優先復旧箇所を検討す
る

Ａ 3ｈ～3日 4 4

送水管、重要幹線、配水支管（準幹線）の応急復旧

備蓄している資材等による漏水対応

送水管、重要幹線等を中心に巡回調査を実施

被災状況に応じ､仮設給水の対応

上水道管路係、施設係 漏水調査 通水状況に応じた漏水調査 Ｄ 8日～30日 4 4

上水道管路係
応急復旧（配水支管（準幹線、供給
管）)

配水管（配水支管（準幹線、供給管）)の応急復旧工事 Ｄ 8日～30日 60 18

小計 10 29 32 126 102 41

計 17 41 47 133 107 45 ａ

注）業務開始目安「Ⓐ：３時間以内、Ａ：１日以内、Ｂ：３日以内、Ｃ：１週間以内、Ｄ：８日以上」

37

単位；人

2

3 2

4

6 10

54

10

6

8

備考

6

2

2

4 2

8 5

3ｈ～24ｈ

庶務係

2

庶務係 広報業務 Ｂ 24ｈ～30日

3ｈ～30日

Ｂ 24ｈ～7日

データ類の保護 Ａ 3ｈ～24ｈ

施設被害確認担当者

3ｈ～3日

部署 担当課（対策班）、係 業務項目 業務概要
業務
開始
目安

対応期間

業務期間別　必要人員（１日あたり）

上
水
道
対
策
本
部

7

庶務係、情報係 上水道対策本部立上げ Ａ 3h～24h

庶務係 協力団体等への支援要請 Ａ

庶務係、情報係 データ類の保護

上水道施設の被害確認 Ⓐ 発災～3ｈ

上水道管路係、施設係 被害調査（全ての管路）

Ａ

庶務班、給水・施設班〔災害対応業務〕

市民対応 Ａ

給水係、浄配水係、上水道管路
係、施設係

8

1

災害対応拠点（本庁舎）の安全点検 Ⓐ 発災～3ｈ
浄配水係、上水道管路係、施設
係

上水道管路係、施設係

上水道管路係
応急復旧(送水管、重要幹線、配水支管
（準幹線）)

Ｂ 24ｈ～7日

3ｈ～24ｈ送水管、重要幹線の緊急調査 Ａ

10

注



２）通常業務（勤務時間外）

発災後 3ｈ 24ｈ 4日 8日 15日

～3ｈ ～24ｈ ～3日 ～7日 ～14日 ～30日

Ⓐ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

上下水道経営課

文書の事務及び管理に関すること 文書整理、メール及び郵便の処理に関すること

広報に関すること 各種広報、ＨＰ及び電子申請に関すること

貯蔵品及び物品の調達管理に関すること 棚卸資産、貯蔵品に関すること

企業会計経理に関すること①
入金、請求処理、支払処理、企業会計システムに関するこ
と

公印の保管に関すること 公印の保管管理

その他収入に関すること

衛生委員会に関すること

入札及び契約に関すること 契約事務に関すること

資金管理運用に関すること

企業会計経理に関すること② 補助金に関すること、手提げ金庫の管理に関すること

使用水量の認定に関すること

水道料金の減免に関すること

水道使用の証明等に関すること

各種保険に関すること

業務委託に関すること 水道料金徴収等業務委託契約に関すること

水道料金の調定、収入等に関すること

企業債及び一時借入金に関すること

水道使用者に係る届け出の受付に関すること

協定書に関すること

休日開栓委託支払に関すること

切手管理に関すること

0 1 1 5 7 8

水道施設課

文書の事務及び管理に関すること 文書整理、メール及び郵便の処理に関すること

管理する給水装置の維持管理に関すること
グループ内・他部課との総合調整、水道施設の点検、水道
管の洗浄、配水区域の変更、減圧・空気弁保守点検、占用
許可、補修工事及びマンホール蓋調整に関すること

消火栓の維持管理に関すること 消火栓点検実施業務、改修に関すること

配水施設の維持管理に関すること 施設修繕対応、各配水施設点検、稼働管理

水質管理に関すること 水質検査管理、異常事態危機管理対応

漏水防止に関すること 漏水修理、調査に関すること

遠方監視制御装置の維持管理に関すること 中央監視委託業者との連絡調整

取水及び送水に関すること 原水、給水の管理

水運用計画に関すること
受配水量計画、県水予定水量等埼玉県との連絡調整、配水
量の管理・調整

配水場及び浄水場の勤務計画に関すること 鍵山浄水場管理業務委託の指示等

0 6 6 4 4 6

計 0 7 7 9 11 14 ｂ

注）業務開始目安「Ⓐ：３時間以内、Ａ：１日以内、Ｂ：３日以内、Ｃ：１週間以内、Ｄ：８日以上」

担当班ごとの発災後経過期間別　優先実施業務必要人員集計および支援人員必要人数算出表（勤務時間外）

単位；人

発災後 3ｈ 24ｈ 4日 8日 15日

～3ｈ ～24ｈ ～3日 ～7日 ～14日 ～30日

Ⓐ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

7 12 15 7 5 4

庶務班
(上下水道経営課）

0 1 1 5 7 8

8名 7 13 16 12 12 12

在庁職員数 3 6 7 7 7 7

優先実施業務不足人員 4 7 9 5 5 5

10 29 32 126 102 41

給水・施設班
（水道施設課）

0 6 6 4 4 6

18名 10 35 38 130 106 47

在庁職員数 7 12 15 17 17 17

優先実施業務不足人員 3 23 23 113 89 30

17 41 47 133 107 45 ａ

0 7 7 9 11 14 ｂ

17 48 54 142 118 59 ｄ＝ａ＋ｂ

在庁職員数 10 18 22 24 24 24 ｃ

7 30 32 118 94 35 ｃ－ｄ

38

6 6

Ｃ

Ｃ

2 3 3

Ａ

Ａ

4

4 6

Ｂ

Ｂ

Ｃ

Ａ

Ｄ

Ｂ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ａ

Ｄ

部署 担当課 業務分類 業務概要 業務開始目安

上水道対策本部

優先実施業務必要人員

災害対応業務

通常業務

計

計

優先実施業務不足人員（必要支援人員）

小計

Ａ

小計

上下水道経営課、水道施設課〔通常業務〕

担当班（担当課）

Ａ

Ｃ

Ｄ

Ｃ

Ｃ

上
下
水
道
部

優先実施業務必要人員

災害対応業務

通常業務

小計

項目、種別 業務種別

Ａ

Ａ

Ａ

Ｃ

Ｄ

Ｄ

Ｄ

Ｄ

優先実施業務必要人員

災害対応業務

通常業務

小計

2 3

3 2 2

Ｃ

Ｃ

単位；人

業務期間別　必要人員

1

1

→4日目以降他事業体からの受援を要する

備考

備考

経過期間別　必要人員

注



１）災害対応業務

発災 3ｈ 24ｈ 4日 8日 15日

～3ｈ ～24ｈ ～3日 ～7日 ～14日 ～30日

Ⓐ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

上下水道経営課（庶務班 9名）

庶務班長 来庁者の避難誘導 管財課の指示に従い、来訪者を屋外へ避難誘導する Ⓐ 発災～3ｈ

庶務係、情報係 職員の安否確認
外出､休暇等により在庁していない職員の安否状況につい
て確認及び在庁職員の安否を確認

Ⓐ 発災～3ｈ

庶務係、情報係 被害状況の情報収集 報道、市民からの通報等により、被害情報を収集する Ⓐ 発災～3日 1

上下水道部長は、上水道対策本部の立上げを決定する

上下水道部次長を通して、市災害対策本部へ対応体制や
被害状況について継続的に報告する

庶務係 埼玉県への被害状況の報告
埼玉県（企業局）や日水協埼玉県支部に対して、被害状
況を継続的に報告する

Ａ 3ｈ～3日 3

台帳類やバックアップ媒体などが損傷するおそれがある
場合は､安全な場所へ移動

データが損傷した場合､バックアップのない情報の復元処
理を依頼

被災状況の調査及び復旧を踏まえ､支援要請の有無を判断

市災害対策本部と協議し、支援要請の有無について最終
判断

被害状況､支援要請内容（人/物）等の整理し、協定締結
団体や協力団体へ支援を要請を行う

受入場所（作業スペース･保管場所）の確保

苦情や相談等への対応

給水設備の修理業者の紹介

庶務係 物資の確保 通信系統、車両、燃料、応急用資機材、食料等の確保 Ｂ 24ｈ～7日

被害状況、断水状況、応急給水、復旧の見通し等の情報
を市災害対策本部へ伝達

応急給水情報の広報準備、応急給水拠点との連絡に関す
ること

庶務係 関連行政部局との連絡調整 都市整備部等との協力体制の確認 Ｂ 24ｈ～7日

小計 9 9 13 7 5 4

水道施設課（給水・施設班 18
名）

給水・施設班長 来庁者の避難誘導 管財課の指示に従い、来訪者を屋外へ避難誘導する Ⓐ 発災～3ｈ 15

給水係 応急給水の準備 応急給水用資機材の確認および準備 Ⓐ 発災～3ｈ 6

台帳類やバックアップ媒体などが損傷するおそれがある
場合は､安全な場所へ移動

データが損傷した場合､バックアップのない情報の復元処
理を依頼

給水係 応急給水計画の策定
被害状況について情報整理を行い、優先給水箇所を検討
する

Ａ 3ｈ～3日

給水係 応急給水（拠点給水）
市役所、各支所、出張所に簡易水槽を設置し、給水車両
により水を運搬する

Ａ 3ｈ～3日

給水係 応急給水(運搬給水) 支援団体と協力して指定避難所等で給水活動を行う Ｃ 4日～30日 62 38 19

浄配水係、上水道管路係、施設
係

外部状況（大規模クラック）等､災害対応拠点（本庁舎）
の安全性を確認

災害対応拠点の安全が確保できない場合､代替対応拠点へ
移動

上水道管路係、施設係
調査箇所の優先順位を決定し、グループ編成・調査内容
を決定する

被災状況の把握し、人的被害もつながる二次災害防止の
ための応急処置を行う

浄配水係 浄配水施設の緊急調査
施設被害確認担当者の報告により、被害が確認された施
設に対し、二次災害防止のための応急処置を行う。

Ⓐ 発災～24ｈ 2

浄配水係 配水池の保有水量の確保
流入管及び送・配水管に被害を受けた場合は、配水池の
仕切弁を閉め、応急給水に必要な水量を確保する

Ⓐ 発災～3ｈ 4

上水道管路係、施設係 応急復旧計画の策定
被害状況について情報整理を行い、優先復旧箇所を検討
する

Ａ 3ｈ～3日 4 4

送水管、重要幹線、配水支管（準幹線）の応急復旧

備蓄している資材等による漏水対応

送水管、重要幹線等を中心に巡回調査を実施

被災状況に応じ､仮設給水の対応

上水道管路係、施設係 漏水調査 通水状況に応じた漏水調査 Ｄ 8日～30日 4 4

上水道管路係
応急復旧（配水支管（準幹線、供給
管）

配水管（配水支管（準幹線、供給管）)の応急復旧工事 Ｄ 8日～30日 60 18

小計 35 19 32 126 102 41

計 44 28 45 133 107 45

注）業務開始目安「Ⓐ：３時間以内、Ａ：１日以内、Ｂ：３日以内、Ｃ：１週間以内、Ｄ：８日以上」
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表４－６　担当班・業務期間別　優先実施業務に対する必要人員一覧表（勤務時間内）

4

10

8

10

2

54

3ｈ～3日

Ａ 3ｈ～30日

単位；人

庶務班、給水班、施設班〔災害対応業務〕

対応期間

業務期間別　必要人員（１日あたり）
業務
開始
目安

被害調査（全ての管路）

24ｈ～30日

Ⓐ

24ｈ～7日

6

発災～3ｈ 4

Ａ

Ｂ

Ｂ

庶務係 広報業務

庶務係

施設係
応急復旧(送水管、重要幹線、配水支
管（準幹線)）

上水道管路係、施設係

協力団体等への支援要請

庶務係、情報係 データ類の保護

庶務係

Ⓐ

部署 担当課（対策班）、係 業務項目 業務概要

上
水
道
対
策
本
部

庶務係、情報係

市民対応

送水管、重要幹線の緊急調査

上水道対策本部立上げ

災害対応拠点（本庁舎）の安全点検

2

5 3

3

2 2

24ｈ～7日 10

1

発災～24ｈ 6

9

2

7

6

給水係、浄配水係、上水道管路
係、施設係

データ類の保護 Ａ 3ｈ～24ｈ

3ｈ～24ｈ

Ａ 3h～24h

Ａ

2Ｂ

注



発災 3ｈ 24ｈ 4日 8日 15日

～3ｈ ～24ｈ ～3日 ～7日 ～14日 ～30日

Ⓐ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

上下水道経営課

文書の事務及び管理に関すること 文書整理、メール及び郵便の処理に関すること

広報に関すること 各種広報、ＨＰ及び電子申請に関すること

貯蔵品及び物品の調達管理に関するこ
と

棚卸資産、貯蔵品に関すること

企業会計経理に関すること①
入金、請求処理、支払処理、企業会計システムに関するこ
と

公印の保管に関すること 公印の保管管理

その他収入に関すること

衛生委員会に関すること

入札及び契約に関すること 契約事務に関すること

資金管理運用に関すること

企業会計経理に関すること② 補助金に関すること、手提げ金庫の管理に関すること

使用水量の認定に関すること

水道料金の減免に関すること

水道使用の証明等に関すること

各種保険に関すること

業務委託に関すること 水道料金徴収等業務委託契約に関すること

水道料金の調定、収入等に関すること

企業債及び一時借入金に関すること

水道使用者に係る届け出の受付に関す
ること

協定書に関すること

休日開栓委託支払に関すること

切手管理に関すること

3 1 1 5 7 8

水道施設課

文書の事務及び管理に関すること 文書整理、メール及び郵便の処理に関すること

管理する給水装置の維持管理に関する
こと

グループ内・他部課との総合調整、水道施設の点検、水道
管の洗浄、配水区域の変更、減圧・空気弁保守点検、占用
許可、補修工事及びマンホール蓋調整に関すること

消火栓の維持管理に関すること 消火栓点検実施業務、改修に関すること

配水施設の維持管理に関すること 施設修繕対応、各配水施設点検、稼働管理

水質管理に関すること 水質検査管理、異常事態危機管理対応

漏水防止に関すること 漏水修理、調査に関すること

遠方監視制御装置の維持管理に関する
こと

中央監視委託業者との連絡調整

取水及び送水に関すること 原水、給水の管理

水運用計画に関すること
受配水量計画、県水予定水量等埼玉県との連絡調整、配水
量の管理・調整

配水場及び浄水場の勤務計画に関する
こと

鍵山浄水場管理業務委託の指示等

4 6 6 4 4 6

計 7 7 7 9 11 14

注）業務開始目安「Ⓐ：３時間以内、Ａ：１日以内、Ｂ：３日以内、Ｃ：１週間以内、Ｄ：８日以上」

担当班ごとの発災後経過期間別　優先実施業務必要人員集計および支援人員必要人数算出表（勤務時間内）

発災後 3ｈ 24ｈ 4日 8日 15日

～3ｈ ～24ｈ ～3日 ～7日 ～14日 ～30日

Ⓐ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

9 9 13 7 5 4

庶務班
(上下水道経営課）

3 1 1 5 7 8

9名 12 10 14 12 12 12

在庁職員数 6 6 6 7 7 7

優先実施業務不足人員 6 4 8 5 5 5

35 19 32 126 102 41

給水・施設班
（水道施設課）

4 6 6 4 4 6

18名 39 25 38 130 106 47

在庁職員数 16 16 16 17 17 17

優先実施業務不足人員 23 9 22 113 89 30

44 28 45 133 107 45

7 7 7 9 11 14

51 35 52 142 118 59

在庁職員数 22 22 22 24 24 24

29 13 30 118 94 35

40

1

Ａ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

単位；人

4Ａ

Ⓐ

Ａ

6 6Ⓐ

4

Ｃ

Ｃ

Ｃ

3

Ⓐ

部署 担当課 業務分類 業務概要

２）通常業務（勤務時間内）

上水道対策本部

優先実施業務必要人員

災害対応業務

通常業務

計

計

優先実施業務不足人員（必要支援人員）

優先実施業務必要人員

災害対応業務

通常業務

小計

小計

優先実施業務必要人員

災害対応業務

Ｃ

Ｄ

Ｄ

Ｄ

Ｄ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

3

2

項目、種別

経過期間別　必要人員

上
下
水
道
部

上下水道経営課、水道施設課〔通常業務〕

Ⓐ

2 3

2 2 3

小計

Ⓐ

6

Ｄ

3

Ｄ

1

Ｃ

Ｃ

Ａ

Ｃ

業務開始目安

業務期間別　必要人員

→4日目以降他事業体からの受援
を要する

4

通常業務

担当班（担当課） 業務種別

小計

Ｄ

Ｄ

注
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３．各業務の対応方針 

 

３－１．応急給水及び管路の調査と応急復旧 

応急給水及び管路の調査と応急復旧については、上下水道部参集職員  

に協力団体、支援事業体等を加えた体制とする。 

なお、支援事業体等による業務開始時期は、発災後の交通状況の混乱や

準備作業期間を考慮し作業が本格化する４日目以降を想定する。 

 

 

３－１－１．応急給水の対応方針 

＜体制＞ 

発災～３日目 

給水班参集職員 

協力団体（市管工事協同組合等） 

 

４日目以降 

給水班参集職員 

協力団体（市管工事協同組合等） 

支援事業体職員 

 

＜業務内容＞ 

発災～３日目 

①   入間市地域防災計画で指定されている応急給水拠点（市役所

を含む地区センター）１０箇所へ簡易水槽の設置による拠点給

水 

 

４日目以降 

① 指定避難所等への運搬給水 

② 仮設給水栓による仮設給水 

③ 指定避難所付近にある県送水管の空気弁を利用した拠点給水 
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３－１－２．管路の調査、応急復旧の対応方針 

 ＜体制＞ 

発災～３日目 

施設班上水道管路係・施設係参集職員 

協力団体（市管工事協同組合等） 

 

４日目以降 

施設班上水管路係・施設係参集職員 

協力団体（市管工事協同組合等） 

支援事業体職員等（漏水調査） 

 

＜業務内容＞ 

    発災～３日目 

１．重要給水施設管路の被害状況調査、緊急措置 

２．市職員と協力団体による応急復旧（送水管、重要幹線、 

配水支管（準幹線）） 

 

    ４日目以降 

１．すべての管路の被害状況調査、緊急措置 

２．管路の応急復旧（送水管、重要幹線、配水支管（準幹線）） 

    

       ８日目以降 

１．通水状況に応じた漏水調査 

２．管路の応急復旧（配水支管（準幹線、供給管）） 
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３－２．浄配水場施設の調査と応急復旧 

 

浄配水施設の調査・応急復旧については、発災直後から即時対応が必要と

なるため、施設間の水運用方法や各施設の特性を熟知した職員を中心に運転

管理委託会社を加えた体制とする。 

 

＜体制＞ 

発災～２４時間 

上水道施設被害確認指名職員 

施設班・浄配水係・施設係 

浄水場運転管理委託業者 

  ２４時間以降 

施設班・浄配水係・施設係 

浄水場運転管理委託業者 

 

 ＜業務内容＞ 

発災～２４時間 

① 上水道施設被害確認指名職員による被害状況調査 

② 保有水量の確保、水質確認 

③ 浄配水場の機能点検と結果の整理 

④ 調査結果の整理と分析、応急復旧計画作成 

⑤ 応急復旧の準備 

  ２４時間～３日目 

① 浄配水施設の運転状況など監視、緊急措置 

② 浄配水施設の応急復旧 

  ４日目～３０日目 

① 浄配水施設の運転状況など監視、緊急措置
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４．初動業務 

災害発生後、入間市災害対策本部が設置され、組織的、計画的に復旧対策が行

われるまでの初動業務について以下に整理する。 

 

４－１．配備体制毎の初動対応 

上水道対策本部設置前の初動対応について以下に整理する。 

表４－４－１ 配備体制毎の初動対応【勤務時間外】 

   ※入間市を含む地域が「震度４」と報道されている場合は、課長職以上及び各

課から選出された職員（各課各担当リーダー）が参集し、「震度５弱以上」

と報道されている場合は上下水道部所属の全職員（再任用（短時間）、パー

ト職員除く）が参集する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配備体制 初動対応（勤務時間外） 

情報連絡 

会議体制 

（震度４） 

・課長職以上及び各課から選出された職員（各課各担当リーダー）は直ちに参集す

る。 

・上下水道経営課長（庶務班長）は情報収集体制に沿って災害情報の収集を行う。 

・上水道施設被害確認指名職員は各施設の被害を確認後に参集し、その被害状況を

水道施設課長（給水・施設班長）に報告する。 

・水道施設課長（給水・施設班長）は水道施設の被害状況を把握し、上下水道部次

長（上下水道部防災総括副責任者）に連絡する。 

・上下水道経営課（庶務班）にて必要に応じて広報体制の準備を行う。 

警戒体制第一配備 

警戒体制第二配備 

（震度５弱） 

非常体制第一配備 

非常体制第二配備 

（震度５強以上） 

・上下水道部長（上下水道部防災総括責任者）を総括者とする。 

・上水道施設被害確認指名職員（入間市上下水道部防災計画：資料１）は各施設の

被害を確認後に参集し、その被害状況を水道施設課長（給水・施設班長）に報告

する。 

・全職員は災害応急体制が最大限機能するように上水道対策本部の設置準備を進め

る。 

・上下水道経営課長（庶務班長）は各課に地震発生と予測される被災内容または巨

大地震の警戒宣言内容について伝達する。 

・上下水道部長（上下水道部防災総括責任者）は被害状況に応じＢＣＰ発動を検討

する。 

・水道施設課長（給水・施設班長）は水道施設の被害状況を把握し、上下水道部次

長（上下水道部防災総括副責任者）に連絡する。 

・上下水道経営課（庶務班長）にて広報体制の準備を行う。 
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表４－４－２ 配備体制毎の初動対応【勤務時間内】 

配備体制 初動対応（勤務時間内） 

情報連絡 

会議体制 

（震度４） 

・上下水道経営課長（庶務班長）は情報収集体制に沿って災害情報の収集を

行う。 

・水道施設課長（給水・施設班長）は水道施設の被害状況を把握し、上下水

道部次長（上下水道部防災総括副責任者）に連絡する。 

・上下水道経営課（庶務班）にて必要に応じて広報体制の準備を行う。 

・庁舎外に勤務中の職員は、緊急措置を講じた後、速やかに所属課に戻る。 

警戒体制第一配備 

警戒体制第二配備 

（震度５弱） 

非常体制第一配備 

非常体制第二配備 

（震度５強以上） 

・上下水道部長（上下水道部防災総括責任者）を総括者とする。 

・全職員は、災害応急体制が最大限機能するように上水道対策本部の設置準

備を進める。 

・上下水道経営課（庶務班）は情報収集体制に沿って災害情報の収集を行う。 

・上下水道経営課長（庶務班長）は各課に地震発生と予測される被害内容ま

たは巨大地震の警戒宣言内容について伝達する。 

・上下水道部長（上下水道部防災総括責任者）は被害状況に応じＢＣＰ発動

を検討する。 

・水道施設課長（給水・施設班長）は水道施設の被害状況を把握し、上下水

道部次長（上下水道部防災総括責任者）に連絡する。 

・上下水道経営課（庶務班）にて広報体制の準備を行う。 

・庁舎外に勤務中の職員は各課長に連絡後、速やかに所属課に戻る。 
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４－２．初動業務の概要 

初動対応後の各課における業務は以下のとおりとする。 

 

４－２－１．上下水道経営課 

１）参集職員の被災状況の把握 

２）埼玉県企業局、さいたま市水道局、日本水道協会埼玉県支部（西部地区： 

川越市上下水道局）との情報交換 

３）所沢市、飯能市、狭山市、日高市との情報交換 

４）各種情報の収集 

 

 

４－２－２．水道施設課 

１) 応急給水用資機材の確認及び準備 

２）配水池等の保有水量の確保 

３）浄配水施設の被災状況把握 

４) 浄配水場、その他施設の機能点検 

ア 浄水施設の点検････････集合井、沈殿池、ろ過池、薬品注入設備  

イ  電気施設の点検････････受変電設備、直流電源設備、ＵＰＳ（無  

  停電装置）、自家発電設備 

ウ 送・配水施設の点検････配水場、加圧場、配水池 

エ 監視制御設備の点検････中央監視システム、テレメーター 

オ 二次災害防止のための応急処置 

５）送・配水管の機能点検 

ア 送水管、重要幹線の被害状況把握 

イ 緊急輸送道路及び河川・鉄道・圏央道横断部水管橋の被害状況 

把握 

ウ 漏水等による二次災害防止のための応急処置 

６）応急復旧用資機材の確認及び準備 
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４－３．用意する図面類と資機材 

 

参集場所には、次の資料及び資機材等を配備する。 

 

４－３－１．図面類 

① 応急復旧計画図（重要幹線図） 

② 応急給水計画図 

③ 優先運搬給水場所配置図 

④ 仮設給水所配置図 

⑤ 上水道配管図 1/11,000 

⑥ 上水道戸別配管図 1/500 

⑦ 入間市全図 

⑧ 住宅地図 

 

４－３－２．資機材類 

① 車両 

② 携帯電話、衛星電話 

③ パソコン（現場用ノートパソコン含む） 

④ 複合機 

⑤ 自家発電機 

⑥ ホワイトボード 

⑦ 救急用医薬 

⑧ ポータブル電源 

⑨ 拡声器 

⑩ ＬＥＤライト 

 

     



48 

 

５．被害状況の把握 

 

１）入間市災害対策本部から災害状況、避難所等からの給水要請情報収集 

２）浄配水施設の被害状況調査、貯水量確認 

 

表４－５ 市内の浄配水施設 

区分 施 設 名 

浄水場 鍵山浄水場 

配水場 
豊岡配水場、扇町屋配水場、東金子配水場、藤沢配水場、 

寺竹配水場 

配水池 西武第一配水池 

加圧場 入間台加圧場 

 

３）送・配水管の被害状況調査（継手の抜け、管の破損等） 

４）県営水道送水管の被害状況調査 

５）配水状況の確認 

６）市内の被害状況（道路、橋梁、家屋、火災の発生等）情報収集 

７）支援要請の必要性判断
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６．支援要請 

大規模災害時において災害対応業務を上下水道部職員だけでは実施するこ

とは困難である。そのため、災害発生後は関係機関に対して、速やかに支援

要請を行うことが必要である。 

各業務における支援要請先及び支援要請の流れは以下のとおり。 

 

６－１．応急給水における支援要請先および要請の流れ 

 

図４－６－１ 応急給水支援要請先および流れ 

 

市 災 害 対 策 本 部 協 力 班
（ 都 市 整 備 部 ）

県保健医療部
生活衛生課

企業局水道管理課（給水班）

協力団体
（フジ地中情報（株））

（（株）エコロジーフォース）

県管工事業
協同組合連合会

市災害対策 本部

上 下 水 道 部
災 害 対 策 本 部

日本水道協会
全国管工事業

協同組合連合会

市管工事協同組合

日本水道協会
関 東 支 部

県災害対策本部「給水部」

国 土 交 通 省

所沢市・狭山市・飯能市・日高市
（相互支援）

日本水道協会
埼 玉 県 支 部
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６－２．応急復旧における支援要請先および要請の流れ 

 

 

図４－６－２ 応急復旧支援要請先および流れ 

 

※応急復旧に伴う資材調達については、入間市上下水道部と明和工業(株)との

間で単年度契約（１年間）を締結しており、災害時における上水道管路の緊急復

旧に必要となる支援活動についての役目を担うものであり、「緊急資材共同備蓄

システム（ウォーター・セーフティーネット）」と称する。 

主に、上水道管路の緊急復旧に必要となる配管資材の貸与及び施工作業者へ

の施工指導、既設管路とレンタル資材を接続する部材の製作及び貸与が主な活

動内容である。 

 

 

 

  

所沢市・狭山市・飯能市・日高市
（ 相 互 支 援 ）

市 災 害 対 策 本 部 協 力 班
( 都 市 整 備 部 )

日 本 水 道 協 会

市災害対策本部

県 企 業 局
日 本 水 道 協 会
埼 玉 県 支 部

日 本 水 道 協 会
関 東 支 部

市管工事協同組合

県 管 工 事 業
協 同 組 合 連 合 会

全 国 管 工 事 業
協 同 組 合 連 合 会

国 土 交 通 省

明和工業(株)
「緊急資材共同備蓄システム

（ウォーターセーフティーネット）」

県 保 健 医 療 部
生 活 衛 生 課

市災害対策協会

上下水道部
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６－３．応急対策支援要請先 
 

応急給水及び応急復旧に関する連絡先は以下に示すとおりとする。 

 

表４－６－３ 応急対策支援要請先 

 

支 援 要 請 先 住         　　　　　　　 所

厚 生 労 働 省 医 薬 ・ 生 活 衛 生 局 水 道 課 千代田区霞が関1-2-2
03-3595-2368

（直通）

埼 玉 県 保 健 医 療 部
生 活 衛 生 課 水 道 担 当

さいたま市浦和区高砂3-15-1
本庁舎4階

048-830-3615

埼 玉 県 企 業 局 総 務 課
さいたま市浦和区高砂3-14-21
職員会館2階

048-830-7015

公 益 社 団 法 人 日 本 水 道 協 会 千代田区九段南4-8-9
03-3264-2281

（総務課℡）

日 本 水 道 協 会 関 東 地 方 支 部
横浜市中区本町6-50-10
市庁舎20階
横浜市水道局総務部総務課内

045-671-3105

日 本 水 道 協 会 埼 玉 県 支 部
さいたま市浦和区常盤6-14-16
水道庁舎２階
さいたま市水道局水道総務課内

048-714-3076

日 本 水 道 協 会 埼 玉 県 支 部 副 支 部 048-258-4132

全 国 管 工 事 業 協 同 組 合 連 合 会
豊島区北大塚３-30-10
全管連会館

03-5981-8957

埼 玉 県 管 工 事 業 協 同 組 合 連 合 会 さいたま市中央区下落合4-14-11 048-853-2777

入 間 市 管 工 事 協 同 組 合
（ ㈱ 小 川 工 業 ）

入間市豊岡3-8-15 04-2965-7343

入 間 市 災 害 対 策 協 会
（ ㈱ 宮 崎 土 建 工 業 所 ）

入間市牛沢町5-1 04-2962-3635

全 国 漏 水 調 査 協 会
千代田区九段南3-9-11
マートルコート麹町1002号

03-5275-3680

狭 山 保 健 所 狭山市稲荷山2-16-1 04-2954-6212

フ ジ 地 中 情 報 ㈱
さいたま市浦和区常盤７-１-１
大黒屋オフィスビル7階

048-615-0237
（東京支店）

株 式 会 社 エ コ ロ ジ ー フ ォ ー ス
さいたま市浦和区常盤７-１-１
大黒屋オフィスビル３階

048-762-6520

電 話 番 号

  川口市青木5-13-1
  川口市上下水道局上下水道総務課内
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７．応急対策の概要 

７－１．目標水準 

応急対策は、被害状況にもよるが、可能な限り生活用水を供給するため、

応急給水体制、応急復旧体制を支援事業体や協力団体の到着により随時増強

していくものとする。 

 

図４－７－１ 応急対策目標水準 

 

 ・被害状況の見積
  ・支援要請の必要性の判断

 ・被災地区別の応急対策計画の策定

　仮設給水管による応急復旧

災
害

直
後

　仮設給水管による応急復旧

第 １ 段 階

　仮設給水

応急対策計画

災
害
発
生
後

３
日
以
内

１
週
間
以
内

２
週
間
以
内

（100㍑/人日)  

第 ３ 段 階

 応 急 給 水 計 画

  生命維持に必要な飲料水

　運搬給水

  

第 ２ 段 階

　浄水・配水場機能の復旧

県水受水状況確認、配水池水量確保

  炊事、洗面等の最低生活用水
（20㍑～30㍑/人日）

  生活用水の確保

（3㍑/人日） 
  拠点給水

 地区、方法の選定

　送水管の試験通水
　送水管の応急復旧

第 ２ 段 階

二次被害の防止、浄水・配水場被害調査

被害状況の把握、被害地域の特定

第 １ 段 階

　復旧計画の策定

　配水支管の応急復旧

　重要幹線の試験通水
　被害地域・地区の分離
　重要幹線の応急復旧
　配水支管の試験通水
　配水支管の応急復旧

　仮設給水所の設置

　仮設給水

 応 急 復 旧 計 画

　運搬給水 　仮設給水所の増設

第 ３ 段 階

　配水支管の試験通水
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７－２．応急給水計画 

 

７－２－１．応急給水方法 

応急給水は、拠点給水と運搬給水により実施する 

 

表４－７－２ 応急給水方法 

 

拠点給水 

１ 市役所・地区センターに簡易水槽などを設置し応急給水拠点とする 

２ 
指定避難所付近にある県送水管の空気弁に、応急給水装置を設置し避難者

のための給水所とする 

運搬給水 

１ 
給水車・給水タンク搭載車等により飲料水を優先運搬給水場所等に輸送し、

給水する（ウォーターパック、給水袋） 

２ 
県送水管の空気弁に応急給水装置を設置し、給水車・給水タンク搭載車等

の臨時給水所とする 

仮設給水 １ 
災害時に使用可能な消火栓がある場合は、応急給水装置を設置して近隣住

民へ給水を行う。 
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７－２－２．応急給水フロー 

 

図４－７－３ 応急給水フロー 

 

 

・給水方法の選定

・運搬給水場所の選定

・人員、車両、資機材
　の調整
・支援要請

・給水車運行計画

　の策定

（庶務班・情報係）

 (庶務班・情報係）

 (給水班・給水係)

動　員　統　制

断 水 地 域 の 確 定

応 急 給 水 地 区 の 選 定

応 急 給 水 体 制 の 規 模 策 定 （上下水道部災害対策会議）

 (庶務班・庶務係)

県送水管空気弁の確認

市                 民

・運搬給水拠点の設置

配水池保有水量の確認

(施設班・浄配水係)

・拠点給水車運行

人 員 ･ 車 両 ･ 資 機 材 の 配 置  (給水班・給水係)

運  搬  給  水拠  点  給  水

・衛生対策

・衛生対策

運搬給水場所の割り振り
優先運搬給水場所

・拠点給水所の設置
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７－２－３．拠点給水 

市役所と地区センター（扇町屋、東町、黒須、東金子、金子、宮寺・二本木、

藤沢、東藤沢、西武）を給水拠点として簡易水槽などを設置し、そこに給水車両

により鍵山浄水場や市内各配水場から飲料水を運搬する。給水拠点から指定避

難所等への、飲料水の運搬は自治会等が行うものとする。その後、支援団体等の

支援が確立され、人員や給水車両が確保されたことにより、各指定避難所等に直

接給水活動が行えるようになった場合は、運搬給水に切り替える。 

 

図４－７－４ 拠点給水のイメージ 

 

浄水場・配水場・耐震性貯水槽 

                       

       地区センター             地区センター 

                   市役所            指定避難所等 

指定避難所等 

            指定避難所等  指定避難所等 

指定避難所等                          指定避難所等 

               指定避難所等 

        指定避難所等          指定避難所等 

 

  ＝給水拠点（市役所・地区センターの１０箇所） 

浄配水場位置は、上下水道部防災計画 資料１③ 浄水場・配水場等一覧表

参照とする。 
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７－２－４．運搬給水 

    上下水道部保有の給水車両だけでは対応不可能な場合、被害状況に応じて

速やかに必要車両・人員等の支援要請を【入間市上下水道部防災計画：資料

３ 応急給水支援要請先一覧表】の支援先に対して行う。 

 

１）給水地区及び給水車の運行計画 

給水地区及び給水車の運行計画は、被害状況に応じ拠点給水所ごとに策定

する。県送水管の空気弁に設置する応急給水装置（企業局からの貸与品）に

ついては次項に示す。 

 

２）優先運搬給水場所 

人命にかかわる場合など、医療機関等を優先して運搬給水を行う。 

 

入間市上下水道部防災計画 

資料９  指定避難所（場所）一覧表 

資料１０ 医療施設一覧表 

資料１１ 福祉関連施設一覧表 

 

 

表４－７－５ 配水系統別優先運搬給水場所数集計 

区 

分 

豊
岡
配
水
区
高
区 

豊
岡
配
水
区
低
区 

扇

町

屋

配

水

区 

東

金

子

配

水

区 

入

間

台

配

水

区 

寺

竹

配

水

区 

西
武
第
一
配
水
区 

藤

沢

配

水

区 

計 

医療施設 １６ ６ ２７ ２ ０ １ ７ ４ ６３ 

福祉施設 ５ ６ １１ ２０ ０ ０ ５ １２ ５９ 

避難場所 ９ ５ １８ １１ ０ ２ ９ ８ ６２ 

計 ３０ １７ ５６ ３３ ０ ３ ２１ ２４ １８４ 
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７－２－５．県企業局送水管空気弁からの応急給水装置使用手順 

 

１）使用する空気弁の弁番号、責任者名、連絡先、設置依頼場所、作業依頼 

内容、被害状況等を確認し、県企業局水道管理課施設管理担当へ該当空気

弁を使用した応急給水装置での給水要請を行う。【情報係】 

２）県企業局から空気弁の使用可否について連絡が入る 

不可：空気弁を使用しての給水中止 

可能：県企業局から埼玉県管工事業協同組合連合会への協力依頼をし、 

市へその旨の報告がある。 

３）応急給水責任者（入間市上水道対策本部・給水班職員）を決定 

４）応急給水装置の確認【応急給水責任者】 

（玉押し器、給水栓、ホース、弁蓋開閉器、開栓器、非常用飲料水袋等）  

５）市管工事協同組合への設置依頼【応急給水責任者】 

６）応急給水装置一式及び安全確保のためのバリケード（スコッチコーン・ 

ウェィト・バー）を準備【応急給水責任者】 

７）給水開始、給水中の安全確保【応急給水責任者】 

８）給水終了、給水装置閉栓を管工事協同組合員へ撤去依頼【応急給水責任者】 

９）給水装置撤去後、県企業局水道管理課へその旨を連絡する 

【管工事協同組合員】 

10）応急給水装置撤去後の安全確認。応急給水装置の格納【責任者】 

 

＜応急給水装置一式＞ 

玉押し器、給水栓、ホース、弁蓋開閉器、開栓器 

 

＜参考：空気弁の仕組み＞ 

管内の空気を抜く弁、管路が満水になり圧力がかかるとボールが押し上げ

られて排気口をふさぐ構造となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

７－３．応急復旧計画 

配水量の８０％以上を県水に依存している入間市では、県営水道の施設

が被害を受けた場合、応急給水の確保や応急復旧作業に多大な影響を受け

るものと思われる。 

このため応急復旧は最初に取水・浄水施設の早期復旧により浄水機能を

確保し、管路被害調査に基づき応急復旧計画を作成する。復旧の優先度は、

送水管、配水場、重要幹線、配水支管、給水装置の順に作業を行う。 

 

７－３－１．主要業務計画 

 

表４－７－６ 主要業務計画一覧 

災
害
直
後 

初動体制 

①  二次災害の防止 

②  浄水・配水場被害調査 

③  県水受水状況確認 

④  配水池水量確保 

⑤  被害状況の把握 

⑥ 被害地域の特定（配水区域） 

３
日
以
内 

第１段階 

応急復旧 

①  復旧計画の策定（優先復旧対象施設の把握） 

②  浄水・配水場機能の復旧 

③  送水管の試験通水 

④ 送水管の応急復旧 

１
週
間
以
内 

第２段階 

応急復旧 

①  重要幹線の試験通水（優先性の高いルートから） 

②  被害地域・地区の分離（小ブロック） 

③  重要幹線の応急復旧（優先性の高いルートから） 

④  配水支管の試験通水（優先性の高いルートから） 

⑤  配水支管の応急復旧（優先性の高いルートから） 

⑥  仮設配水管による応急復旧（優先性の高いルートから） 

⑦ 仮設給水所の設置 

２
週
間
以
内 

第３段階 

応急復旧 

①  配水支管の試験通水 

②  配水支管の応急復旧 

③  仮設配水管による応急復旧 

④  仮設給水所の増設 
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７－３－２．施設別復旧方針 

県水への依存度の高い当市では、県営水道の施設の被害及び復旧状況を総 

合的に考慮し、早急に浄・配水施設の機能の復旧を図り、管路被害調査に基づき

応急復旧計画を策定する。 

 

１）鍵山浄水場 

浄水施設の被害は、その後の応急給水・応急復旧に及ぼす影響が大きいた

め、迅速に浄水機能の復旧を図る。 

２）配水場 

流入管及び送・配水管に被害を受けた場合は、配水池の仕切弁を閉め、応

急給水に必要な水量を確保する。配水施設の被害は、その後の応急給水・応

急復旧に及ぼす影響が大きいため迅速に機能復旧を図る。 

３）送水管 

鍵山浄水場から東金子配水場へ送水する管、配水場から配水場へ送水する 

管の順で復旧を図る。 

４）配水管 

配水管は、重要幹線、配水支管の順で復旧を図る。復旧計画は、優先復旧

対象施設のあるルートを優先して復旧する。 

５）優先復旧対象施設 

復旧にあたっては、次の関係機関を優先して進めていく。 

① 病院等、人命に関わる医療施設 

② 災害指定避難場所 

③ 災害対策の中枢となる官公署、放送施設等
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８．応急復旧及び応急給水の被害想定及び対応体制  

    設定した地震規模をもとに、管路被害及び断水人口の想定を行い、対応に必

要な人員について算定し、対応体制についてまとめる。 
 

８－１．管路・給水装置の被害想定 
 

１）管路被害と断水人口の想定 

「第２章 地震規模の設定と被害想定」より、以下の通り想定する。 

   

送配水管被害箇所数  ＝１１７箇所 

管路被害率   ＝０．２３箇所／ｋｍ 

発災直後断水規模  ＝約２万世帯・５万５千１９０人 

送水管の被害箇所数は５箇所、重要幹線を５箇所、残りを配水管 

（１０７箇所）として設定する。 

              

２）給水装置被害の推計 

給水装置被害は全体の配水管被害率から次の式により給水装置被害世帯

割合を求め、これに給水件数を乗じて算定する。 

 

Ｙ＝０．０１０×Ｌｎ(Ｘ)＋０．０２６４ ※１ 

ここに、 Ｙ：給水装置被害世帯割合 

Ｘ：配水管被害率（箇所／ｋｍ） 

※１：厚労省・地震対策マニュアル策定指針より 

 

Ｙ＝０．０１０Ｌｎ(０．２３)＋０．０２６４＝０．０１１７ 

 

Ｓ(給水世帯数)＝６９，３３４世帯（令和５年度末数値）より、 

給水装置の被害箇所数＝Ｓ(給水世帯数)×Ｙ 

＝６９，３３４［世帯］×０．０１１７＝８１１［世帯］ 
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８－２．応急復旧・応急給水目標の設定 

 

１）応急復旧目標の設定 

上下水道部防災計画にて示される復旧期間は２週間であるが、本計画では

小規模な漏水修繕も含め１か月間とする。 

 

 

２）応急給水目標の設定 

応急給水の目標は、応急復旧の状況に応じ、地震発生からの日数ごとに、

応急給水の目標水量および市民の水の運搬距離を設定する。なお、災害拠点

病院、透析病院等の重要施設に応急給水を行う場合は別途加算する。 

 

表４－８－１ 応急給水の目標※２ 

地震発生 

からの日数 
目標水量 概略運搬距離※３ 主な給水方法 

地震発生～ 

３日まで 
３㍑／人・日 ３ｋｍ程度 拠点給水 

～７日 ２０～３０㍑／人・日 １ｋｍ程度 

運搬給水 

仮設給水 

～１４日 １００㍑／人・日 

１００ｍ程度 

～３０日 
被災前給水量 

約２５０㍑／人・日 

※２：上下水道部防災計画、厚労省・地震対策マニュアル策定指針を 

参考として作成 

 ※３：各段階における自宅から最寄りの給水所までの距離とする 
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８－３．応急対策実施体制の検討 

 

１）応急復旧実施体制の検討 

応急復旧実施体制は、管路・給水装置の想定被害を目標期間内に復旧する

ために必要な復旧班数を算定して求める。 

 

２）応急復旧班数（延べ） 

算定は、送水管、配水管、給水装置に分けて行う。 

応急復旧班数（延べ）[班]＝
管路・給水装置の想定被害箇所数[箇所]

復旧速度[箇所／班・日]
  

 

表４－８－２ 応急復旧班数（延べ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ３）応急復旧班数(最大) 

応急復旧期間は１か月（３０日間）、初期準備期間を３日間とすると、以下

のようになる。 

 

応急復旧班数（最大）[班] ＝
応急復旧班数（延べ）

応急復旧期間－初期準備期間
  

 ＝ 
２４４

３０－３
 ＝１０[班/日] 

４）応急復旧人員(最大) 

１班あたり人員を６人とすると、以下のようになる。 

応急復旧人員(最大) ＝応急復旧班数(最大)×１班あたり人員 

＝１０［班／日］×６［人／班］ 

＝６０［人／日］ 

復旧速度
※４

応急復旧

班数
※５

（班）

備考

送水管 10(箇所) 0.7 15

配水管 107(箇所) 1.3 83

給水装置 811(箇所) 5.5 148

　計 928(箇所) － 246

注） ※４ 厚労省・地震対策マニュアル策定指針P.1-25参照

注） ※５ 各々の被害箇所数を以下に示す復旧速度(箇所／班･日)で
　　　　　除して求めた。

管路区分・数量
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８－４．応急給水実施体制の検討 

 

１）応急給水量(最大) 

初期断水人口は５万５千人、応急給水目標水量は３㍑／人･日、指定病院

への応急給水を見込むと、以下のようになる。 

 

応急給水量(最大) 

＝初期断水人口×応急給水目標水量＋救急指定病院給水量 

＝５５，１９０［人］×３［㍑／人･日］＋８０［ｍ3／日］ 

＝１６６［ｍ3／日］＋８０［ｍ3／日］＝２４６［ｍ3／日］ 

 

２）救急指定病院への応急給水量の算出 

 

※救急指定病院への応急給水量の算定 

 

施設名称 
病床数 

（床） 

原単位 

（L/床・

日） 

使用数量 

（㎥/日） 
備考 

医療法人 

豊岡整形外科病院 
78 150 12   

原田病院 189 150 28   

豊岡第一病院 78 150 12   

小林病院 95 150 14   

医療法人明晴会 

西武入間病院 
90 150 14   

合計 530 ― 80   

    注）原単位は「水道の耐震化計画等策定指針の解説（平成２０年水道技術研究センター）」  

    を参考とする。なお、患者数と病床数は同数として想定する。  

     原単位 １５０㍑ ／患者数・日 
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３）必要給水車両数･班数(最大)［台／日、班／日］ 

給水車両による応急給水量を、８㎥／台･日※１とすると、以下のようになる。 

   

必要給水車両数・班数（最大）＝
応急給水量（最大）[㎥／日]

給水車両による応急給水量[㎥／台・日]
  

 

＝
２４６[㎥／日]

 ８[㎥／台・日]
 ＝３１※ 2[台／日、班／日] 

 

※１「２ｔタンクを搭載した給水車」あるいは「１ｔタンクを搭載したトラック」

のいずれかで１台あたり８㎥／日の飲料水を運搬することを想定する。（給

水車であれば給水所と配水場の間を１日で４往復、トラックであれば給水

所と配水場の間を１日で８往復するものとする。） 
 

※２上下水道部では、２台の給水車の他、８基の応急給水用タンク（１ｔ）を所

有しており、災害時には両者を併用して応急給水活動を実施する。 

上下水道部にて応急給水用タンク（１ｔ）が運搬可能なトラックを１台所有

していることから、現状、給水可能な車両台数は３台である。そのため、１

日あたり最大で２８台の給水車両が不足すると想定される。 
 

 

 

４）応急給水人員(最大) 

１班あたり人員を２人とすると、以下のようになる。 
 

応急給水人員(最大) ＝応急給水班数(最大)×１班あたり人員 

＝３１［班／日］×２ 

               ＝６２人／日 
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第５章 事前対策計画 
 

非常時優先業務における対応期間を短縮することができるよう、以下の事前対策

計画を実施する。 
 

１．水道施設の耐震化 

１－１．施設 

浄水場や配水場に代表される水道施設の新規整備や耐震補強は概ね完了し

ていること、また、今後１０年間は大幅な水需要の減少が見込まれないこと

から、水道施設に対しては適切な修繕や同規模での更新を基本とする。 

将来的には、施設の劣化状況や水需要動向などを見据えた上で、ダウンサ

イジングや統廃合も含めた検討を行い適正規模として災害に強い施設として

更新を進める。 

１－２．管路 

管路の耐震化は、「短期耐震化計画（老朽管布設替計画）」に基づき、送水

管や重要幹線の耐震化を優先的に進めるとともに、配水支管の耐震化も計画

的に進めている。 

また、「短期耐震化計画（老朽管布設替計画）」完了後は、事業の進捗状況

を踏まえ「中長期耐震化計画（老朽管布設替計画）」を策定し、将来の水需要

の動向を見据えて、継続的に管路の更新と耐震化を進める。 
  

図５－１ 重要幹線概要図 

 

事業 H29 H30 R元 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

延長：ｍ 3,549 5,598 6,525 5,445 5,796 4,885 6,340 5,089 4,888 5,659

耐震化率：％ 29.9 30.9 31.9 32.9 33.8 36.1 37.3 38.2 39.0 40.0
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２．台帳類・データのバックアップ 

災害発生後の調査や応急復旧等にあたっては、施設や管路の図面などが必

要となるため、必要な資料を整理するとともに、被災しても使用できるよう

バックアップを進める。 

 

 

表５－２ 重要書類の管理とバックアップ 

重要情報 保管場所 
担当課 

(係) 

記録 

媒体 

バックアップ状況 

（2024 年 4 月現在） 

有無 頻度 

上水道戸別 

配管図 

（縮図 1/500） 

水道施設課内 

水道施設課 

 

紙 

有 年に１回 

竣工図 

（水道施設） 
鍵山浄水場他 無 ― 

上下水道地理 

情報システム 
上下水道部 ＨＤＤ 有 年に３回 

給水装置台帳 水道施設課 

紙及び

ＨＤＤ 

有 年に３回 

竣工図 

（水道工事） 
上下水道部 有 年に３回 
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３．食料の備蓄 

         

各業務にあたる職員の食料用のため、災害備蓄用のアルファ米を３日分備

蓄する。災害時における職員の活動に支障が出ないよう備蓄を継続する。  

 

 

 

４．市民への情報提供と協力要請 

 

災害時の混乱を避けるため、市民に対して日頃から、以下の事項について

市ホームページや広報誌を通し、協力を要請する。 

 

 

① 飲料水７日分（最低３日分）の備蓄 

   ② 災害時における拠点給水所の把握について 

  ③ 雑用水（お風呂の水）の備蓄 

   ④ ポリタンク（１０～２０㍑）の準備 
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５．受援体制の整備 

支援事業体等からの受援にあたっては、混乱のないよう各班の対応を以下

に示すフローのとおり行う。 

表５－５ 受援体制フロー 
 

庶務班 給水班 施設班 

 

必要人員
の把握 

○災害情報の収集・整理  
  

 
○各施設の被害状況を確認する  
○関係機関との連絡による被害状況を確認する 
○応急対応方針の決定  
⇒支援要請の内容(人数､資機材)を確定する  

 

支援要請
及び 

連絡調整 

○支援要請及び連絡調整  
・埼玉県企業局  
･日本水道協会埼玉支部  
･協定を締結している協力
団体 

  

 

受援に向
けた準備 

 

 
 
○支援部隊の人数、資機材  
 等に関する連絡調整  
○支援部隊の活動拠点、待

機場所及び執務スペース
の確保 

○必要に応じて宿泊場所確  
 保 

 

 
 

 
○受援内容の決定  
○活動場所等必要資料の作成  
○必要な資機材の確認  

 
 
 
 

 

支援部隊の
配置 

 

○ 実施業務の確認  
○ 指揮命令系統の確認  
○ 給水場所案内図の配布  

 

 
○ 実施業務の確認  
○ 指揮命令系統の確認  
○ 水道施設関係資料、案内

図の配布  
 

 

支援活動 
○市民等外部からの問合せ

苦情、要望、その他災害に
関する情報収集 

○給水車両による運搬給水 
○配水管の点検、被害状況調

査 
○配水管の復旧作業  

 

支援活動
の記録 

 
○支援活動記録の受理  
 
○関係機関へ支援状況を報
告する。 

○増援の必要あり  
 
       支援要請 
 
○水道対策本部で対応可能 

 
○支援活動記録を作成し、庶務班へ報告する。  
･支援要請先とその期間､受援内容  
･支援要請への回答内容､日時  
･到着日時､人員､責任者氏名､連絡先  
･自立状況（食料､飲料水､宿泊場所）  
･携行資機材の内容､数量､返却義務等の有無  
･作業活動実績記録（事故等の記録を含む）の整理  

 
支援活動
の終了 

○関係機関へ支援活動終了 
を報告する。  

  

災害発生  
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第６章 訓練、維持改善計画 

 

１．訓練計画 

訓練計画については、平時に経験する機会がなく、緊急時に必要となる業

務を想定し、以下のとおり訓練を行う。 

 

表６－１ 訓練計画 

訓練名称 訓練内容 
参加者 

対象者 

予定 

時期 
実施場所 

企画実施 

部署 

参集訓練 

・職員参集訓練 

・協力団体参集訓練 

・現場本部設置訓練  

全職員 

１回/年 

鍵山浄水場 
水道施設課 

上下水道 

経営課 

安否訓練 

・安否確認担当者による安否

確認情報の集約及び本部

への伝達訓練 

実地訓練 

・応急復旧訓練 

・応急給水訓練 

・上水道施設被害確認訓練 

各訓練現場 

情報伝達 

訓練 

・日本水道協会埼玉県支部と

の情報伝達訓練 
担当班 本庁舎 

上下水道 

経営課 

 

訓練の結果、得られた課題は、維持改善計画の中で、計画的に対策を講じること

とする。 
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２．維持改善計画 

上水道ＢＣＰは、計画をより実行性のあるものとするために、訓練等で判

明した課題や情報の更新をふまえ、適宜見直しを行うものとする。 

見直しは以下のＰＤＣＡサイクルに基づき、計画の改善、向上を図る。 

 

 

図６－２－１ ＰＤＣＡサイクル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＰＬＡＮ（計画） ：上水道ＢＣＰの立案・策定。改善事項の反映。 

ＤＯ（運用）  ：上水道ＢＣＰの運用・実施 

ＣＨＥＣＫ（確認） ：上水道ＢＣＰ運用の結果、明らかとなった課題等確認 

ＡＣＴＩＯＮ（改善）：運用により明らかとなった課題の改善検討 

ＰＬＡＮ

•計画の策定

ＤＯ

•計画の運用

ＣＨＥＣＫ

•実効性の確認

ＡＣＴＩＯＮ

•計画の改善
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上水道ＢＣＰの具体的な点検項目は以下のとおりである。 

 

 

表６－２－２ 上水道ＢＣＰの定期的な点検項目 

点検項目 点検時期 
点検実施部署 

統括部所 

人事異動、組織の変更による指揮命令系統、安否確認の登録

情報に変更はないか 

年度当初 

上下水道経営課 関係先の連絡先に変更はないか 

上位計画や関連する計画が更新された場合に、上水道ＢＣＰ

で関係する箇所の更新を行っているか 

重要なデータや文書のバックアップを実施しているか 
上下水道経営課 

水道施設課 

 

 

表６－２－３ 上水道ＢＣＰ責任者による総括的な点検項目 

点検項目 点検実施部署 

事前対策は、確実に実施されたか。また、過去１年間で実施した対策を

踏まえ、上水道ＢＣＰの見直しを行ったか 

上下水道経営課 

 

優先実施業務の追加や変更による上水道ＢＣＰ更新について検討した

か 

訓練が年間を通して計画どおりに実施されたか。また、訓練結果を踏ま

えた上水道ＢＣＰの見直しを行ったか 

上位計画や関連する計画が更新された場合、上水道ＢＣＰもそれらと

整合が取れるよう更新を行ったか 

非常用電源や非常用通信手段が問題なく使用できるか 
上下水道経営課 

水道施設課 

 


